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【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ａ－１ 法
ほう

の 名 称
めいしょう

 

法
ほう

の 名 称
めいしょう

についてどう 考
かんが

えるか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

○ 現 在
げんざい

施行
せこう

されている 法 律
ほうりつ

の名 称
めいしょう

は障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

は、その 目 的
もくてき

規定
きてい

にあるとおり、障 害 者
しょうがいしゃ

が自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよう支援
しえん

を 行
おこな

うことを 定
さだ

める 法 律
ほうりつ

であることから、この

法 律
ほうりつ

の 目 的
もくてき

及
およ

び内 容
ないよう

を表
あらわ

すためにこのような 名 称
めいしょう

とされたもの。 

 

【 参 考
さんこう

】障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

（ 平 成
へいせい

17年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）（抄
しょう

） 

（ 目 的
もくてき

）  

第
だい

１条
じょう

 この 法 律
ほうりつ

は、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（ 昭 和
しょうわ

45年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）の基本的
きほんてき

理念
りねん

に

のっとり、身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

（ 昭 和
しょうわ

24年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

283号
ごう

）、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

（ 昭 和
しょうわ

35 年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

37 号
ごう

）、 精 神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

（ 昭 和
しょうわ

25年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

（ 昭 和
しょうわ

22年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

164号
ごう

）その他
た

障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び 障 害 児
しょうがいじ

の福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

と相
あい

まって、障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び障 害 児
しょうがいじ

が

その 有
ゆう

する 能 力
のうりょく

及
およ

び 適 性
てきせい

に 応
おう

じ、自立
じりつ

した 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は 社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を営
いとな

む

ことができるよう、必 要
ひつよう

な 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に係
かか

る 給 付
きゅうふ

その他
た

の支援
しえん

を行
おこな

い、

もって 障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び 障 害 児
しょうがいじ

の福祉
ふくし

の 増 進
ぞうしん

を 図
はか

るとともに、 障 害
しょうがい

の有無
う む

にかか

わらず 国 民
こくみん

が相互
そうご

に 人 栺
じんかく

と個性
こせい

を 尊 重
そんちょう

し 安 心
あんしん

して暮
く

らすことのできる地域
ちいき

社 会
しゃかい

の 実 現
じつげん

に寄
き

不
よ

することを 目 的
もくてき

とする。 

 

○ また、 法 令
ほうれい

の 題 名
だいめい

については、「それがその 法 令
ほうれい

に固有
こゆう

のものであることか

らくる呼
よ

びやすさという 要 請
ようせい

と、その 題 名
だいめい

から 内 容
ないよう

を一 応
いちおう

推 察
すいさつ

させ、あるい

は 尐
すく

なくとも 内 容
ないよう

を誤
ご

解
かい

させず、 他
ほか

との 紛
まぎ

れも 生
しょう

じさせないようにしなけれ

ばならないという 要 請
ようせい

」があるとされている。（「ワークブック
わ ー く ぶ っ く

法 制
ほうせい

執務
しつむ

」法 制
ほうせい

執務
しつむ

研 究 会 編
けんきゅうかいへん

より） 



３ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ａ－２ 誰
だれ

の 何
なに

のため 

 １）そもそも、この 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

は、 誰
だれ

の何
なに

のためにつくるのか？ 

 ２） 憲 法
けんぽう

、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

等
とう

と「 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」との 関 係
かんけい

をどう考
かんが

えるか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の 目 的
もくてき

については、同 法
どうほう

第
だい

１条
じょう

において、「障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び

障 害 児
しょうがいじ

がその 有
ゆう

する 能 力
のうりょく

及
およ

び 適 性
てきせい

に 応
おう

じ、自立
じりつ

した 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は 社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、必 要
ひつよう

な 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に係
かか

る 給 付
きゅうふ

その他
た

の

支援
しえん

を行
おこな

い、もって障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び障 害 児
しょうがいじ

の福祉
ふくし

の増 進
ぞうしん

を 図
はか

るとともに、障 害
しょうがい

の

有無
う む

にかかわらず 国 民
こくみん

が相互
そうご

に 人 栺
じんかく

と個性
こせい

を 尊 重
そんちょう

し 安 心
あんしん

して暮
く

らすことので

きる地域
ちいき

社 会
しゃかい

の 実 現
じつげん

に寄
き

不
よ

すること」と規定
きてい

されている。 

また、 他
ほか

の 法 律
ほうりつ

との 関 係
かんけい

については、 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

１条
じょう

において、

「 障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の基本
きほん

理念
りねん

にのっとり、 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、 精 神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

その他
た

障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び 障 害 児
しょうがいじ

の福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

と 相
あい

まって、」この 法 律
ほうりつ

に 基
もと

づく

給 付
きゅうふ

等
とう

を行
おこな

うものと規定
きてい

されている。 

 

【 参 考
さんこう

】障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

（ 平 成
へいせい

17年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）（抄
しょう

） 

（ 目 的
もくてき

） 

第
だい

１条
じょう

 この 法 律
ほうりつ

は、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（ 昭 和
しょうわ

45年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）の基本的
きほんてき

理念
りねん

に

のっとり、身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

（ 昭 和
しょうわ

24年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

283号
ごう

）、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

（ 昭 和
しょうわ

35 年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

37 号
ごう

）、 精 神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

（ 昭 和
しょうわ

25年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

（ 昭 和
しょうわ

22年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

164号
ごう

）その他
た

障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び 障 害 児
しょうがいじ

の福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

と相
あい

まって、障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び障 害 児
しょうがいじ

が

その 有
ゆう

する 能 力
のうりょく

及
およ

び 適 性
てきせい

に 応
おう

じ、自立
じりつ

した 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は 社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を営
いとな

む

ことができるよう、必 要
ひつよう

な 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に係
かか

る 給 付
きゅうふ

その他
た

の支援
しえん

を行
おこな

い、

もって 障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び 障 害 児
しょうがいじ

の福祉
ふくし

の 増 進
ぞうしん

を 図
はか

るとともに、 障 害
しょうがい

の有無
う む

にかか

わらず 国 民
こくみん

が相互
そうご

に 人 栺
じんかく

と個性
こせい

を 尊 重
そんちょう

し 安 心
あんしん

して暮
く

らすことのできる地域
ちいき

社 会
しゃかい

の 実 現
じつげん

に寄
き

不
よ

することを 目 的
もくてき

とする。 



４ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ａ－３ 理念
りねん

規定
きてい

 

 １）障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の「保護
ほ ご

の 客 体
きゃくたい

から権利
けんり

の 主 体
しゅたい

への転 換
てんかん

」「医学
いがく

モデル
も で る

から 社 会
しゃかい

モデル
も で る

への 転 換
てんかん

」をふまえた理念
りねん

規定
きてい

についてどう 考
かんが

えるか？ 

 ２）推 進
すいしん

会議
かいぎ

では「地域
ちいき

で 生 活
せいかつ

する権利
けんり

」の明記
めいき

が丌可欠
ふ か け つ

との 確 認
かくにん

がされ、推 進
すいしん

会議
かいぎ

・第一次
だいいちじ

意見書
いけんしょ

では「すべての 障 害 者
しょうがいしゃ

が、 自
みずか

ら 選 択
せんたく

した地域
ちいき

において

自立
じりつ

した 生 活
せいかつ

を営
いとな

む権利
けんり

を 有
ゆう

することを 確 認
かくにん

するとともに、その 実 現
じつげん

のた

めの支援
しえん

制度
せいど

の 構 築
こうちく

を目指
め ざ

す」と 記
しる

された。これを受
う

けた規定
きてい

をどうするか？ 

 ３）障 害 者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

の概 念
がいねん

をどう 捉
とら

えるか？その 際
さい

、「家族
かぞく

への依存
いぞん

」の 問 題
もんだい

を

どう考
かんが

えるか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

２条
じょう

第
だい

１項
こう

第
だい

１ 号
ごう

に、市 町 村
しちょうそん

の責務
せきむ

として、「 障 害 者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら 選 択
せんたく

した場所
ばしょ

に 居 住
きょじゅう

し、 又
また

は 障 害 者
しょうがいしゃ

若
も

しくは 障 害 児
しょうがいじ

がその 有
ゆう

する

能 力
のうりょく

及
およ

び 適 性
てきせい

に 応
おう

じ、自立
じりつ

した 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は 社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を 営
いとな

むことができ

るよう、 当 該
とうがい

市 町 村
しちょうそん

の区域
くいき

における 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の 生 活
せいかつ

の 実 態
じったい

を把握
はあく

した 上
うえ

で 、（ 中 略
ちゅうりゃく

） 必 要
ひつよう

な 自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

及
およ

び 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

を 総 合 的
そうごうてき

か つ

計 画 的
けいかくてき

に行
おこな

うこと」が規定
きてい

されている。 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

１ 条
じょう

及
およ

び 第
だい

２ 条
じょう

第
だい

１ 項
こう

第
だい

１ 号
ごう

の「自立
じりつ

した 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は 社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

」の意味
い み

については、平 成
へいせい

17年
ねん

衆 議 院
しゅうぎいん

厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

委員会
いいんかい

において、尾辻
おつじ

厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

大 臣
だいじん

（当時
とうじ

）から、「 障 害
しょうがい

のある方 々
かたがた

が生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

に

わたって自己
じ こ

決 定
けってい

、自己
じ こ

選 択
せんたく

をしながら暮
く

らすこと」を意図
い と

したものであり、

「 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

と社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

は２つあわせて 生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

を意味
い み

」すると 答 弁
とうべん

してい

る。 

○ なお、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

では、障 害 者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

及
およ

び 社 会
しゃかい

参加
さんか

支援
しえん

等
とう

のための

施策
せさく

に 関
かん

する基本的
きほんてき

理念
りねん

を 定
さだ

める 障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

にのっとることを 謳
うた

ってお

り、基本的
きほんてき

理念
りねん

の 定
さだ

めを 同 法
どうほう

に 委
ゆだ

ねている。（ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

には基本的
きほんてき

理念
りねん

に 関
かん

する規定
きてい

を置
おき

いていない。） 



５ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ａ－４ 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）選 択 権
せんたくけん

を 前 提
ぜんてい

とした受 給 権
じゅきゅうけん

 

 １）「地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

」を担保
たんぽ

していくために、サービス
さ ー び す

選 択 権
せんたくけん

を前 提
ぜんてい

と

した受 給 権
じゅきゅうけん

が 必 要
ひつよう

との意見
いけん

があるが、これについてどう 考
かんが

えるか？ 

 ２）条 約
じょうやく

第
だい

19条
じょう

の「 特 定
とくてい

の 生 活
せいかつ

様 式
ようしき

を義務付
ぎ む づ

けられないこと」をふまえた規定
きてい

を盛
も

り込
こ

むか、盛
も

り込
こ

むとしたらどのように盛
も

り込
こ

むか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

１３条
じょう

において、「自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

を受
う

ける権利
けんり

は、譲
ゆず

り

渡
わた

し、担保
たんぽ

に供
きょう

し、 又
また

は差
さ

し押
お

さえることができない」と規定
きてい

されている。 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

１３ 条
じょう

は、自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

が、 障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び 障 害 児
しょうがいじ

が

生 活
せいかつ

する 上
うえ

で 必 要
ひつよう

な介護
かいご

等
とう

に 係
かか

るサービス
さ ー び す

を利用
りよう

するために 支 給
しきゅう

するもの

であり、 受 給 権
じゅきゅうけん

の 譲 渡
じょうと

、担保
たんぽ

としての 提 供
ていきょう

、差
さ

し押
お

さえがなされれば、この

目 的
もくてき

が 達
たっ

成
せい

されないこととなるため、これらの行為
こうい

を禁止
きんし

するもの。 

 

【 参 考
さんこう

】障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

（ 平 成
へいせい

17年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）（抄
しょう

） 

（受 給 権
じゅきゅうけん

の保護
ほ ご

）  

第
だい

13条
じょう

 自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

を受
う

ける権利
けんり

は、譲
ゆず

り渡
わた

し、担保
たんぽ

に供
きょう

し、又
また

は差
さ

し押
お

さ

えることができない。 

 

 



６ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ａ－４ 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）選 択 権
せんたくけん

を 前 提
ぜんてい

とした受 給 権
じゅきゅうけん

 

 ３）障 害 者
しょうがいしゃ

の福祉
ふくし

支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）提 供
ていきょう

にかかる 国
くに

ならびに地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

の

役 割
やくわり

をどう考
かんが

えるか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

においては、 

① 市 町 村
しちょうそん

は 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

、補
ほ

装具
そうぐ

等
とう

に 係
かか

る 給 付
きゅうふ

（以下
い か

「自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

等
とう

」という。）の 支 給
しきゅう

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

、障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

に対
たい

する 相 談
そうだん

、権利
けんり

の擁護
ようご

のために 必 要
ひつよう

な支援
しえん

、市 町 村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の策 定
さくてい

等
とう

を行
おこな

うとともに、自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

等
とう

の費用
ひよう

の４ 分
ぶん

の１を負担
ふたん

すること、 

② 都道府県
とどうふけん

は 市 町 村
しちょうそん

に対
たい

する 援 助
えんじょ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

、障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

に 対
たい

す

る 相 談
そうだん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の指定
してい

、都道府県
とどうふけん

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の 策 定
さくてい

等
とう

を行
おこな

うとともに、

自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

等
とう

の費用
ひよう

の４ 分
ぶん

の１を負担
ふたん

すること、 

③ 国
くに

は 市 町 村
しちょうそん

及
およ

び都道府県
とどうふけん

に 対
たい

する 援 助
えんじょ

、基本
きほん

方 針
ほうしん

の策 定
さくてい

等
とう

を行
おこな

うとと

もに、自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

等
とう

の費用
ひよう

の２ 分
ぶん

の１を負担
ふたん

すること 

等
とう

が規定
きてい

されている。 

 

【 参 考
さんこう

】障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

（ 平 成
へいせい

17年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）（抄
しょう

） 

（ 市 町 村
しちょうそん

等
とう

の責務
せきむ

） 

第
だい

２条
じょう

 市 町 村
しちょうそん

（特 別
とくべつ

区
く

を 含
ふく

む。以下
い か

同
おな

じ。）は、この 法 律
ほうりつ

の実施
じっし

に関
かん

し、次
つぎ

に 掲
かか

げる責務
せきむ

を有
ゆう

する。 

一
いち

 障 害 者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら 選 択
せんたく

した場所
ばしょ

に 居 住
きょじゅう

し、 又
また

は 障 害 者
しょうがいしゃ

若
も

しくは 障 害 児
しょうがいじ

（以下
い か

「障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

」という。）がその 有
ゆう

する 能 力
のうりょく

及
およ

び 適 性
てきせい

に応
おう

じ、自立
じりつ

し

た 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、当 該
とうがい

市 町 村
しちょうそん

の区域
くいき

に

おける 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の 生 活
せいかつ

の 実 態
じったい

を把握
はあく

した 上
うえ

で、 公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安 定 所
あんていじょ

その他
た

の職 業
しょくぎょう

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

（障 害 者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

の 促 進
そくしん

等
とう

に 関
かん

する法 律
ほうりつ

（昭 和
しょうわ

35年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）第
だい

２条
じょう

第
だい

７ 号
ごう

に規定
きてい

する職 業
しょくぎょう

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

をい

う。第
だい

42条
じょう

第
だい

１項
こう

において 同
おな

じ。）の措置
そ ち

を実施
じっし

する機関
きかん

、教 育
きょういく

機関
きかん

その他
た

の 関 係
かんけい

機関
きかん

との 緊 密
きんみつ

な 連 携
れんけい

を 図
はか

りつつ、 必 要
ひつよう

な自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

及
およ

び地域
ちいき
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生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

を 総 合 的
そうごうてき

かつ 計 画 的
けいかくてき

に行
おこな

うこと。 

二
に

 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の福祉
ふくし

に 関
かん

し、 必 要
ひつよう

な 情 報
じょうほう

の 提 供
ていきょう

を 行
おこな

い、 並
なら

びに 相 談
そうだん

に 応
おう

じ、必 要
ひつよう

な 調 査
ちょうさ

及
およ

び指導
しどう

を行
おこな

い、並
なら

びにこれらに付随
ふずい

する 業 務
ぎょうむ

を行
おこな

うこと。 

三
さん

 意思
い し

疎通
そつう

について支援
しえん

が 必 要
ひつよう

な 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

が 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を 円 滑
えんかつ

に

利用
りよう

することができるよう 必 要
ひつよう

な便宜
べんぎ

を 供 不
きょうよ

すること、障 害 者 等
しょうがいしゃなど

に対
たい

する

虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

及
およ

びその早期
そうき

発 見
はっけん

のために 関 係
かんけい

機関
きかん

と 連 絡
れんらく

調 整
ちょうせい

を 行
おこな

うことそ

の他
た

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の権利
けんり

の擁護
ようご

のために 必 要
ひつよう

な援 助
えんじょ

を行
おこな

うこと。 

２ 都道府県
とどうふけん

は、この 法 律
ほうりつ

の実施
じっし

に関
かん

し、 次
つぎ

に掲
かか

げる責務
せきむ

を 有
ゆう

する。 

一
いち

 市 町 村
しちょうそん

が 行
おこな

う自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

及
およ

び地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

が 適 正
てきせい

かつ 円 滑
えんかつ

に

行
おこな

われるよう、市 町 村
しちょうそん

に対
たい

する 必 要
ひつよう

な 助 言
じょげん

、情 報
じょうほう

の 提 供
ていきょう

その他
た

の援 助
えんじょ

を

行
おこな

うこと。 

二
に

 市 町 村
しちょうそん

と連 携
れんけい

を 図
はか

りつつ、必 要
ひつよう

な自立
じりつ

支援
しえん

医療費
いりょうひ

の支 給
しきゅう

及
およ

び地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

を 総 合 的
そうごうてき

に行
おこな

うこと。 

三
さん

 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

に 関
かん

する 相 談
そうだん

及
およ

び指導
しどう

のうち、 専 門 的
せんもんてき

な知識
ちしき

及
およ

び 技 術
ぎじゅつ

を

必 要
ひつよう

とするものを 行
おこな

うこと。 

四
よん

 市 町 村
しちょうそん

と 協 力
きょうりょく

して 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の権利
けんり

の擁護
ようご

のために 必 要
ひつよう

な 援 助
えんじょ

を 行
おこな

う

とともに、 市 町 村
しちょうそん

が 行
おこな

う 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の権利
けんり

の擁護
ようご

のために 必 要
ひつよう

な 援 助
えんじょ

が

適 正
てきせい

かつ 円 滑
えんかつ

に行
おこな

われるよう、市 町 村
しちょうそん

に 対
たい

する 必 要
ひつよう

な助 言
じょげん

、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

その他
た

の 援 助
えんじょ

を行
おこな

うこと。 

３ 国
くに

は、市 町 村
しちょうそん

及
およ

び都道府県
とどうふけん

が行
おこな

う自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

その他
た

こ の 法 律
ほうりつ

に 基
もと

づ く 業 務
ぎょうむ

が 適 正
てきせい

か つ 円 滑
えんかつ

に 行
おこな

わ れ る よ う 、 市 町 村
しちょうそん

及
およ

び

都道府県
とどうふけん

に 対
たい

する 必 要
ひつよう

な 助 言
じょげん

、 情 報
じょうほう

の 提 供
ていきょう

その他
た

の 援 助
えんじょ

を 行
おこな

わなければな

らない。 
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【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ａ－５ 法
ほう

の守備
しゅび

範囲
はんい

 

 １）「 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」の守備
しゅび

範囲
はんい

をどう 考
かんが

えるか？福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

以外
いがい

の、 医 療
いりょう

、

労 働
ろうどう

分野
ぶんや

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

、また、障 害 児
しょうがいじ

、高 齢 者
こうれいしゃ

の分野
ぶんや

との機能
きのう

分 担
ぶんたん

や（制度
せいど

の谷間
たにま

を生
う

まない） 連 携
れんけい

について 推 進
すいしん

会議
かいぎ

の 方 向 性
ほうこうせい

に沿
そ

った形
かたち

で

どう 進
すす

めていくか？ 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

は、障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

、

補
ほ

装具
そうぐ

等
とう

に 係
かか

る給 付
きゅうふ

や地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

等
とう

を規定
きてい

している。 

 

○ 医 療
いりょう

については、 健 康
けんこう

保険法
ほけんほう

等
とう

に 基
もと

づく 医 療
いりょう

保険
ほけん

制度
せいど

のほかに、 障 害 者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の 心 身
しんしん

の 障 害
しょうがい

の 状 態
じょうたい

の 軽 減
けいげん

を 図
はか

り、自立
じりつ

した 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は 社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を営
いとな

むために 必 要
ひつよう

な医 療
いりょう

について、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づき 給 付
きゅうふ

を

行
おこな

い（自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

）、障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

に 係
かか

る自己
じ こ

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

を 図
はか

っている。 

 

○ 労 働
ろうどう

・雇用
こよう

については、 障 害 者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

の促 進
そくしん

等
とう

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

等
とう

に 基
もと

づき

行
おこな

われており、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

には 直 接
ちょくせつ

には規定
きてい

されていない。 

 

○ 障 害 児
しょうがいじ

の福祉
ふくし

に 係
かか

る支援
しえん

については、児童
じどう

福祉
ふくし

の一部
いちぶ

として、 原 則
げんそく

として

児童
じどう

福祉法
ふくしほう

に規定
きてい

されている。（ 相 談
そうだん

、保育
ほいく

、 障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

等
とう

） 

ただし、 障 害 者
しょうがいしゃ

と 共 通
きょうつう

の支援
しえん

については、 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に規定
きてい

されて

いる。 

（ 居 宅
きょたく

介護
かいご

、行 動
こうどう

援護
えんご

、児童
じどう

デイサービス
で い さ ー び す

、短期
たんき

入 所
にゅうしょ

、重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

包 拢
ほうかつ

支援
しえん

） 

 

○ 高 齢
こうれい

の要介護
ようかいご

状 態
じょうたい

等
とう

の 者
しゃ

に 対
たい

する介護
かいご

サービス
さ ー び す

に 係
かか

る 給 付
きゅうふ

については、

介護
かいご

保険法
ほけんほう

に規定
きてい

されており、 同 法
どうほう

の規定
きてい

による介護
かいご

サービス
さ ー び す

に 係
かか

る 給 付
きゅうふ

等
とう

を受
う

けることができるときは、 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

による 同 種
どうしゅ

の 給 付
きゅうふ

について

は、介護
かいご

保険法
ほけんほう

による 給 付
きゅうふ

が行
おこな

われる限度
げんど

において行
おこな

われない。介護保険法
かいごほけんほう

に

相 当
そうとう

するものがない 障 害 福 祉
しょうがいふくし

サ
さ

ービス
び す

固有
こゆう

のものと 認
しのぶ

められるものを利用
りよう

す



９ 

 

る場合
ばあい

や 市 町 村
しちょうそん

が 適 当
てきとう

と 認
みと

める 支 給 量
しきゅうりょう

が介護
かいご

保険法
ほけんほう

に 基
もと

づくサービス
さ ー び す

のみ

では確保
かくほ

できない場合
ばあい

等
とう

については、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に 基
もと

づく 給 付
きゅうふ

が行
おこな

わ

れる。 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 平 成
へいせい

20 年
ねん

7 月
がつ

にまとめられた「 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の見直
みなお

し 検 討 会
けんとうかい

」 報 告
ほうこく

では、

「 障 害 児
しょうがいじ

についてなるべく 一 般
いっぱん

施策
せさく

との 連 携
れんけい

により 対 応
たいおう

していくという 考
かんが

え 方
かた

からは、各施設
かくしせつ

や 事 業
じぎょう

の根 拠
こんきょ

を「児童
じどう

福祉法
ふくしほう

」に位置付
い ち づ

けることを基本
きほん

と

すべきと考
かんが

えられる」とされている。 



１０ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ａ－５ 法
ほう

の守備
しゅび

範囲
はんい

 

 ２）身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉法
ふくしほう

、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

、

その他
た

の既存
きそん

の法 律
ほうりつ

のあり 方
かた

、並
なら

びに 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

との 関 係
かんけい

についてどう考
かんが

えるか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

は、障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

に関
かか

わりない 共 通
きょうつう

の 給 付
きゅうふ

等
とう

に関
かん

する事項
じこう

について規定
きてい

する 法 律
ほうりつ

である。 

 

【 参 考
さんこう

１】障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に規定
きてい

する 主
おも

な事項
じこう

 

 ・ 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

、補
ほ

装具
そうぐ

等
とう

に 係
かか

る給 付
きゅうふ

及
およ

び手続
てつづ

き 

 ・都道府県
とどうふけん

及
およ

び 市 町 村
しちょうそん

が実施
じっし

する地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

 

 ・ 事 業
じぎょう

及
およ

び施設
しせつ

に係
かか

る指定
してい

のための 基 準
きじゅん

等
とう

 

 ・都道府県
とどうふけん

及
およ

び 市 町 村
しちょうそん

の障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の 策 定
さくてい

 

 

○ 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

は、 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

や 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

への措置
そ ち

等
とう

を、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

は、 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

への措置
そ ち

等
とう

を 定
さだ

める 法 律
ほうりつ

であり、 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の 給 付
きゅうふ

の対 象
たいしょう

となっていない福祉
ふくし

の措置
そ ち

等
とう

について 定
さだ

めるものである。 

 

【 参 考
さんこう

２】 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

に規定
きてい

する 主
おも

な事項
じこう

 

 ・ 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

、身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

の 交
こう

付
ふ

される範囲
はんい

及
およ

び手続
てつづ

き 

 ・ 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

更 生
こうせい

相 談 所
そうだんじょ

の設置
せっち

等
とう

 

 ・ 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

や障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

等
とう

への 入 所
にゅうしょ

等
とう

の措置
そ ち

 

 ・ 盲 導 犬
もうどうけん

の貸不
たいよ

、社 会
しゃかい

参加
さんか

の 促 進
そくしん

等
とう

 

 ・ 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

社 会
しゃかい

参加
さんか

支援
しえん

施設
しせつ

の 基 準
きじゅん

等
とう

 

 

【 参 考
さんこう

３】知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

に規定
きてい

する 主
おも

な事項
じこう

 

 ・知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

更 生
こうせい

相 談 所
そうだんじょ

の設置
せっち

等
とう

 

 ・ 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

や障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

等
とう

への 入 所
にゅうしょ

等
とう

の措置
そ ち

 



１１ 

 

 

○ 精 神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

は、 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

や

精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の 社 会
しゃかい

参加
さんか

等
とう

を定
さだ

めるものであり、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の給 付
きゅうふ

の

対 象
たいしょう

となっていない支援
しえん

を 定
さだ

めるほか、措置
そ ち

入 院
にゅういん

等
とう

の 医 療
いりょう

について 定
さだ

める

法 律
ほうりつ

である。 

 

【 参 考
さんこう

４】 精 神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

に規定
きてい

する 主
おも

な事項
じこう

 

 ・ 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

 

 ・ 精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

センター
せ ん た ー

の設置
せっち

等
とう

 

 ・地方
ちほう

精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉審
ふくししん

議会
ぎかい

及
およ

び 精 神
せいしん

医 療
いりょう

審査会
しんさかい

の設置
せっち

等
とう

 

 ・ 精 神
せいしん

保健
ほけん

指定医
し て い い

の指定
してい

等
とう

 

 ・任意
にんい

入 院
にゅういん

、措置
そ ち

入 院
にゅういん

及
およ

び医 療
いりょう

保護
ほ ご

入 院
にゅういん

 

 ・ 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手 帳
てちょう

の 交
こう

付
ふ

される範囲
はんい

及
およ

び手続
てつづ

き 

 

○ 児童
じどう

福祉法
ふくしほう

は、障 害 児
しょうがいじ

も 含
ふく

めた児童
じどう

の定義
ていぎ

、児童
じどう

福祉
ふくし

の実施
じっし

機関
きかん

、障 害 児
しょうがいじ

に

対
たい

する 給 付
きゅうふ

、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

等
とう

への措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

める 法 律
ほうりつ

であり、障 害 児
しょうがいじ

を含
ふく

めた

児童
じどう

に 対
たい

する福祉
ふくし

等
とう

を定
さだ

めるものである。 

 

【 参 考
さんこう

５】児童
じどう

福祉法
ふくしほう

に規定
きてい

する 主
おも

な事項
じこう

 

 ・児童
じどう

の定義
ていぎ

 

 ・児童
じどう

福祉審
ふくししん

議会
ぎかい

の設置
せっち

等
とう

 

 ・児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

の設置
せっち

等
とう

 

 ・保育士
ほ い く し

の資栺
しかく

等
とう

 

 ・ 助 産
じょさん

施設
しせつ

、母子
ぼ し

生 活
せいかつ

支援
しえん

施設
しせつ

及
およ

び保育所
ほいくじょ

への 入 所
にゅうしょ

等
とう

 

 ・ 障 害 児
しょうがいじ

のサービス
さ ー び す

に係
かか

る 給 付
きゅうふ

及
およ

び手続
てつづ

き 

 ・要保護
よ う ほ ご

児童
じどう

の保護
ほ ご

措置
そ ち

等
とう

 

 ・都道府県
とどうふけん

及
およ

び 特 定
とくてい

市 町 村
しちょうそん

の保育
ほいく

計 画
けいかく

の 策 定
さくてい

 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 平 成
へいせい

20 年
ねん

7 月
がつ

にまとめられた「 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の見直
みなお

し 検 討 会
けんとうかい

」 報 告
ほうこく

では、

「 障 害 児
しょうがいじ

についてなるべく 一 般
いっぱん

施策
せさく

との 連 携
れんけい

により 対 応
たいおう

していくという 考
かんが



１２ 

 

え 方
かた

からは、各施設
かくしせつ

や 事 業
じぎょう

の根 拠
こんきょ

を「児童
じどう

福祉法
ふくしほう

」に位置付
い ち づ

けることを基本
きほん

と

すべきと考
かんが

えられる」とされている。 

 

 



１３ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ｂ－１ 法
ほう

の 対 象
たいしょう

規定
きてい

 

 １）推 進
すいしん

会議
かいぎ

では、障 害
しょうがい

の定義
ていぎ

について、「 社 会
しゃかい

モデル
も で る

に立
た

った、制度
せいど

の谷間
たにま

を

生
う

まない定義
ていぎ

とする」ことが 確 認
かくにん

されている。これをふまえた、「 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」

における 障 害
しょうがい

の定義
ていぎ

や支援
しえん

の対 象 者
たいしょうしゃ

に関
かん

する規定
きてい

をどう考
かんが

えるか？ 

 ２）「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」制
せい

定時
ていじ

の附則
ふそく

で 示
しめ

されていた「 発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、高次
こうじ

能
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

、

難 病
なんびょう

（ 慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

）」 等
とう

も 含
ふく

みこんだ規定
きてい

をどうするか？ 制 限
せいげん

列 挙
れっきょ

で 加
くわ

え

るのか、 包 拢 的
ほうかつてき

規定
きてい

にするのか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

１項
こう

において、「 障 害 者
しょうがいしゃ

」は、 

① 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

第
だい

４条
じょう

に規定
きてい

する 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

、 

② 知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

にいう知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

 

③ 精 神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に関
かん

する 法 律
ほうりつ

に規定
きてい

する 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

 

と規定
きてい

されている。（いずれも 18歳
さい

以 上
いじょう

）、 

 

○ また、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

２ 項
こう

において、「 障 害 児
しょうがいじ

」は、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

２項
こう

に規定
きてい

する 障 害 児
しょうがいじ

及
およ

び精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

のうち 18歳
さい

未満
みまん

である 者
しゃ

と規定
きてい

しており、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

２項
こう

において、「 障 害 児
しょうがいじ

」は、 

① 身 体
しんたい

に 障 害
しょうがい

のある児童
じどう

 

② 知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある児童
じどう

 

と規定
きてい

されている。 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

においては、 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

に 対
たい

するサービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

等
とう

の

支援
しえん

を 公 平
こうへい

かつ 安 定 的
あんていてき

に 行
おこな

うために、 給 付
きゅうふ

対 象
たいしょう

が 明 確
めいかく

になるよう、 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

等
とう

の 法 律
ほうりつ

に定
さだ

める 者
しゃ

を 対 象
たいしょう

として規定
きてい

しているもの。 

 

○ なお、 発 達
はったつ

障 害
しょうがい

や高次
こうじ

能
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

のある 者
しゃ

については、 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の

概 念
がいねん

に 含
ふく

まれている。また、平 成
へいせい

16年
ねん

に発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

が 成 立
せいりつ

し、発 達
はったつ



１４ 

 

障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

が置
おき

かれた。 

 

○ 法 律
ほうりつ

に 基
もと

づく 給 付
きゅうふ

対 象
たいしょう

については、範囲
はんい

が丌明確
ふめいかく

である場合
ばあい

、実 際
じっさい

の給 付
きゅうふ

の場面
ばめん

で、対 象
たいしょう

が 特 定
とくてい

されない 恐
おそ

れがある 等
とう

の課題
かだい

がある。大きな地域栺差が

生じないようにするためにも 何
なん

らかの 基 準
きじゅん

等
とう

によりその範囲
はんい

が 明 確
めいかく

であるこ

とが 必 要
ひつよう

である。 

 

 

【 参 考
さんこう

１】障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

（平 成
へいせい

17年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）（抄
しょう

） 

（定義
ていぎ

）  

第
だい

４条
じょう

 この 法 律
ほうりつ

において「 障 害 者
しょうがいしゃ

」とは、身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

第
だい

４条
じょう

に規定
きてい

する 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

、知的障害者福祉法
ふくしほう

にいう知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

のうち 18歳
さい

以 上
いじょう

であ

る 者
しゃ

及
およ

び 精 神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

第
だい

５ 条
じょう

に規定
きてい

する

精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

（知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

にいう 知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

を 除
のぞ

く。 以下
い か

「 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

」という。）のうち 18歳
さい

以 上
いじょう

である 者
しゃ

をいう。 

２ この 法 律
ほうりつ

において「 障 害 児
しょうがいじ

」とは、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

第
だい

４ 条
じょう

第
だい

２ 項
こう

に規定
きてい

する

障 害 児
しょうがいじ

及
およ

び 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

のうち 18歳
さい

未満
みまん

である 者
しゃ

をいう。 

３・４ （略
りゃく

） 

 

【 参 考
さんこう

２】 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

（昭 和
しょうわ

24年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

283号
ごう

）（抄
しょう

） 

（ 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

） 

第
だい

４条
じょう

 この 法 律
ほうりつ

において、「 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

」とは、別 表
べっぴょう

に 掲
かか

げる身 体 上
しんたいじょう

の障 害
しょうがい

がある 18歳
さい

以 上
いじょう

の 者
しゃ

であつて、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

から 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

の交付
こうふ

を

受
う

けたものをいう。 

 

【 参 考
さんこう

３】精 神
せいしん

保健
ほ け ん

及
およ

び 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

（昭 和
しょうわ

25年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）（抄
しょう

） 

（定義
ていぎ

） 

第
だい

５条
じょう

 この 法 律
ほうりつ

で「 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

」とは、統 合
とうごう

失 調 症
しっちょうしょう

、精 神
せいしん

作用
さよう

物 質
ぶっしつ

によ

る 急 性
きゅうせい

中 毒
ちゅうどく

又
また

はその 依 存 症
いぞんしょう

、知的
ちてき

障 害
しょうがい

、精 神 病 質
せいしんびょうしつ

その他
た

の精 神
せいしん

疾 患
しっかん

を有
ゆう

する 者
しゃ

をいう。 
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【 参 考
さんこう

４】児童
じどう

福祉法
ふくしほう

（昭 和
しょうわ

22年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

164号
ごう

）（抄
しょう

） 

第
だい

４条
じょう

 この 法 律
ほうりつ

で、児童
じどう

とは、満
まん

18歳
さい

に満
み

たない 者
しゃ

をいい、児童
じどう

を左
ひだり

のよう

に分
わ

ける。 

一
いち

 乳 児
にゅうじ

 満
まん

１ 歳
さい

に満
み

たない 者
しゃ

 

二
に

 幼児
ようじ

 満
まん

１ 歳
さい

から、小 学 校
しょうがっこう

就 学
しゅうがく

の始期
し き

に達
たっ

するまでの 者
しゃ

 

三
さん

 尐 年
しょうねん

 小 学 校
しょうがっこう

就 学
しゅうがく

の始期
し き

から、 満
まん

18歳
さい

に達
たっ

するまでの 者
しゃ

 

２ この 法 律
ほうりつ

で、障 害 児
しょうがいじ

とは、身 体
しんたい

に 障 害
しょうがい

のある児童
じどう

又
また

は知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある児童
じどう

をいう。 

 

【 参 考
さんこう

５】 発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

（平 成
へいせい

16年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

167号
ごう

）（抄
しょう

） 

（定義
ていぎ

）  

第
だい

２条
じょう

 この 法 律
ほうりつ

において「 発 達
はったつ

障 害
しょうがい

」とは、自 閉 症
じへいしょう

、アスペルガー
あ す ぺ る が ー

症 候 群
しょうこうぐん

その他
た

の 広 汎 性
こうはんせい

発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、学 習
がくしゅう

障 害
しょうがい

、注 意
ちゅうい

欠 陥
けっかん

多動
たどう

性
せい

障 害
しょうがい

その他
た

これに

類
るい

する 脳
のう

機能
きのう

の 障 害
しょうがい

であってその症 状
しょうじょう

が 通 常
つうじょう

低 年 齢
ていねんれい

において 発 現
はつげん

するもの

として 政 令
せいれい

で定
さだ

めるものをいう。 

２ この 法 律
ほうりつ

において「 発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

」とは、 発 達
はったつ

障 害
しょうがい

を 有
ゆう

するために 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は 社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に 制 限
せいげん

を受
う

ける 者
しゃ

をいい、「 発 達
はったつ

障 害 児
しょうがいじ

」とは、 発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

のうち 18歳
さい

未満
みまん

のものをいう。 

３ （略
りゃく

） 
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【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ｂ－２ 手続
てつづ

き規定
きてい

 

 １）障 害
しょうがい

手 帳
てちょう

を持
も

たない高次
こうじ

能
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、難 病
なんびょう

、軽度
けいど

知的
ちてき

、難 聴
なんちょう

などを 有
ゆう

する 者
しゃ

を排
はい

除
じょ

しない手続
てつづ

き規定
きてい

をどう考
かんが

えるか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に 基
もと

づく 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

等
とう

に 係
かか

る 給 付
きゅうふ

を受
う

けようと

する場合
ばあい

には、 支 給
しきゅう

申 請
しんせい

時
とき

の 確 認
かくにん

手 段
しゅだん

として、以下
い か

の 方 法
ほうほう

によることとし

ている。 

① 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

については、 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

 

② 知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

については、 療 育
りょういく

手 帳
てちょう

、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

更 生
こうせい

相 談 所
そうだんじょ

又
また

は児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

の意見書
いけんしょ

 

③ 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

については、 精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

手 帳
てちょう

、医師
い し

の 診 断 書
しんだんしょ

等
とう

 

④ 障 害 児
しょうがいじ

については、 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

、 療 育
りょういく

手 帳
てちょう

、これらの 手 帳
てちょう

がな

い場合
ばあい

は、 市 町 村
しちょうそん

による 確 認
かくにん

等
とう

 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

や 療 育
りょういく

手 帳
てちょう

を持
も

たない 者
しゃ

等
とう

障 害 者
しょうがいしゃ

であることが 確 認
かくにん

できない 者
しゃ

が、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

等
とう

の申 請
しんせい

をする場合
ばあい

に、サービス
さ ー び す

を利用
りよう

できる 者
しゃ

であることを 客 観 的
きゃくかんてき

かつ 公 正
こうせい

に 確 認
かくにん

できるような仕組
し く

みとなっている 必 要
ひつよう

がある。 

 

○ なお、現 在
げんざい

、障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

が交
こう

付
ふ

されている 者
しゃ

については、障 害 者
しょうがいしゃ

控 除
こうじょ

等
とう

の 各 種
かくしゅ

税 制
ぜいせい

優 遇
ゆうぐう

措置
そ ち

や各事
かくじ

業 者
ぎょうしゃ

において実施
じっし

されている 公 共
こうきょう

交 通
こうつう

機関
きかん

の

運 賃
うんちん

割 引
わりびき

等
とう

による支援
しえん

が行
おこな

われている。 

 

【 参 考
さんこう

１】 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

制度
せいど

の概 要
がいよう

 

・ 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

（昭 和
しょうわ

24年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

283号
ごう

）（抄
しょう

） 

（ 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

）  

第
だい

４条
じょう

 この 法 律
ほうりつ

において、「 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

」とは、 別 表
べっぴょう

に 掲
かか

げる 身 体 上
しんたいじょう

の



１７ 

 

障 害
しょうがい

がある 18歳
さい

以 上
いじょう

の 者
しゃ

であつて、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

から身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

の

交付
こうふ

を受
う

けたものをいう。 

 

別 表
べっぴょう

 （ 第
だい

４条
じょう

、第
だい

15条
じょう

、 第
だい

16条
じょう

関 係
かんけい

）  

一
いち

 次
つぎ

に掲
かか

げる視覚
しかく

障 害
しょうがい

で、 永 続
えいぞく

するもの 

１ 両 眼
りょうがん

の 視 力
しりょく

（ 万 国 式
ばんこくしき

試
し

視 力 表
しりょくひょう

によつて 測
はかり

つたものをいい、 屈 折
くっせつ

異 常
いじょう

がある 者
しゃ

については、 矯 正
きょうせい

視 力
しりょく

について測
はかり

つたものをいう。以下
い か

同
おな

じ。）がそれぞれ 0.1以下
い か

のもの 

２ 一 眼
いちがん

の 視 力
しりょく

が 0.02以下
い か

、他
た

眼
がん

の 視 力
しりょく

が 0.6以下
い か

のもの 

３ 両 眼
りょうがん

の視野
し や

がそれぞれ 10度
ど

以内
いない

のもの 

４ 両 眼
りょうがん

による視野
し や

の２ 分
ぷん

の１ 以 上
いじょう

が欠
か

けているもの 

二
に

 次
つぎ

に掲
かか

げる 聴 覚
ちょうかく

又
また

は 平 衡
へいこう

機能
きのう

の障 害
しょうがい

で、 永 続
えいぞく

するもの 

１ 両 耳
りょうみみ

の聴 力
ちょうりょく

レベル
れ べ る

がそれぞれ 70デシベル
で し べ る

以 上
いじょう

のもの 

２ 一
いち

耳
みみ

の 聴 力
ちょうりょく

レベル
れ べ る

が 90デシベル
で し べ る

以 上
いじょう

、 他
ほか

耳
みみ

の 聴 力
ちょうりょく

レベル
れ べ る

が 50

デシベ
で し べ

ル
る

以 上
いじょう

のもの 

３ 両 耳
りょうみみ

による普通話声
ふつうわせい

の最 良
さいりょう

の語音
ごおん

明 瞭 度
めいりょうど

が 50パーセント
ぱ ー せ ん と

以下
い か

のもの 

４ 平 衡
へいこう

機能
きのう

の 著
いちじる

しい 障 害
しょうがい

 

三
さん

 次
つぎ

に掲
かか

げる 音 声
おんせい

機能
きのう

、言語
げんご

機能
きのう

又
また

はそしやく機能
きのう

の障 害
しょうがい

 

１ 音 声
おんせい

機能
きのう

、言語
げんご

機能
きのう

又
また

はそしやく機能
きのう

の 喪 失
そうしつ

 

２ 音 声
おんせい

機能
きのう

、言語
げんご

機能
きのう

又
また

はそしやく機能
きのう

の 著
いちじる

しい 障 害
しょうがい

で、 永 続
えいぞく

するも

の 

四
よん

 次
つぎ

に掲
かか

げる肢体
したい

丌自由
ふ じ ゆ う

 

１ 一
いち

上 肢
じょうし

、 一
いち

下肢
か し

又
また

は体
たい

幹
かん

の機能
きのう

の著
いちじる

しい 障 害
しょうがい

で、 永 続
えいぞく

するもの 

２ 一
いち

上 肢
じょうし

のおや 指
ゆび

を指
し

骨 間
こつかん

関 節
かんせつ

以 上
いじょう

で欠
か

くもの 又
また

はひとさし 指
ゆび

を

含
ふく

めて 一
いち

上 肢
じょうし

の二指
に し

以 上
いじょう

をそれぞれ第一指
だいいちし

骨 間
こつかん

関 節
かんせつ

以 上
いじょう

で欠
か

くもの 

３ 一
いち

下肢
か し

をリスフラン
り す ふ ら ん

関 節
かんせつ

以 上
いじょう

で欠
か

くもの 

４ 両下肢
りょうかし

のすべての 指
ゆび

を欠
か

くもの 

５ 一
いち

上 肢
じょうし

のおや 指
ゆび

の機能
きのう

の 著
いちじる

しい 障 害
しょうがい

又
また

はひとさし 指
ゆび

を 含
ふく

めて 一
いち

上 肢
じょうし

の三指
さんし

以 上
いじょう

の機能
きのう

の 著
いちじる

しい 障 害
しょうがい

で、 永 続
えいぞく

するもの 

６ １から５までに 掲
かか

げるもののほか、その程度
ていど

が１から５までに 掲
かか

げる

障
しょう

害
がい

の程度
ていど

以 上
いじょう

であると 認
みと

められる 障 害
しょうがい
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 五
ご

 心 臓
しんぞう

、じん 臓
ぞう

又
また

は呼吸器
こきゅうき

の機能
きのう

の 障 害
しょうがい

その他
た

政 令
せいれい

で 定
さだ

める 障 害
しょうがい

で、

永 続
えいぞく

し、かつ、 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

が 著
いちじる

しい 制 限
せいげん

を受
う

ける程度
ていど

であると 認
みと

められる

もの 

 

【 参 考
さんこう

２】 療 育
りょういく

手 帳
てちょう

制度
せいど

の概 要
がいよう

 

・ 療 育
りょういく

手 帳
てちょう

制度
せいど

について（ 昭 和
しょうわ

48年
ねん

9月
がつ

27日
にち

厚 生 省 発 児
こうせいしょうはつじ

第
だい

156号
ごう

厚 生
こうせい

事務
じ む

次官
じかん

通知
つうち

）（抄
しょう

） 

 第
だい

２ 交付
こうふ

対 象 者
たいしょうしゃ

 

手 帳
てちょう

は、児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

又
また

は知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

更 生
こうせい

相 談 所
そうだんじょ

において知的
ちてき

障 害
しょうがい

で

あると 判 定
はんてい

された 者
しゃ

に 対
たい

して交付
こうふ

する。 

 

・ 療 育
りょういく

手 帳
てちょう

制度
せいど

の実施
じっし

について（ 昭 和
しょうわ

48年
ねん

9月
がつ

27日児発
にちじぱつ

第
だい

725号
ごう

厚 生 省
こうせいしょう

児童
じどう

家庭
かてい

局 長
きょくちょう

通知
つうち

）（抄
しょう

） 

 第
だい

３ 障 害
しょうがい

の程度
ていど

の 判 定
はんてい

 

１ 障 害
しょうがい

の程度
ていど

は、 次
つぎ

の 基 準
きじゅん

により 重 度
じゅうど

とその他
た

に区分
くぶん

するものとし、

療 育
りょういく

手 帳
てちょう

の 障 害
しょうがい

の程度
ていど

の記載欄
きさいらん

には、重 度
じゅうど

の場合
ばあい

は「Ａ」と、その他
た

の場合
ばあい

は「Ｂ」と 表 示
ひょうじ

するものとする。 

 

【 参 考
さんこう

３】 精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

手 帳
てちょう

制度
せいど

の概 要
がいよう

 

・精 神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

（昭 和
しょうわ

25年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）（抄
しょう

） 

（ 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手 帳
てちょう

）  

第
だい

45条
じょう

 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

（知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

を除
のぞ

く。以下
い か

この章
しょう

及
およ

び次
つぎ

章
しょう

において 同
おな

じ。）は、厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

省 令
しょうれい

で定
さだ

める 書 類
しょるい

を添
そ

えて、その 居 住 地
きょじゅうち

（居 住 地
きょじゅうち

を有
ゆう

しないときは、その現在地
げんざいち

）の都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

に 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手 帳
てちょう

の

交付
こうふ

を 申 請
しんせい

することができる。 

２ 都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

は、 前 項
ぜんこう

の 申 請
しんせい

に 基
もと

づいて審査
しんさ

し、 申 請 者
しんせいしゃ

が 政 令
せいれい

で 定
さだ

め

る 精 神
せいしん

障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

にあると 認
みと

めたときは、申 請 者
しんせいしゃ

に精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手 帳
てちょう

を 交
こう

付
ふ

しなければならない。 

３～６ （略
りゃく

） 

 

・ 精 神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

施行令
しこうれい

（ 昭 和
しょうわ

25年
ねん

政 令
せいれい

第
だい

155



１９ 

 

号
ごう

）（抄
しょう

） 

第
だい

６条
じょう

 法
ほう

第
だい

45条
じょう

第
だい

２ 項
こう

に規定
きてい

する 政 令
せいれい

で定
さだ

める 精 神
せいしん

障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

は、第
だい

３

項
こう

に規定
きてい

する 障 害
しょうがい

等 級
とうきゅう

に該 当
がいとう

する程度
ていど

のものとする。 

２ 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手 帳
てちょう

には、次項
じこう

に規定
きてい

する 障 害
しょうがい

等 級
とうきゅう

を記載
きさい

するもの

とする。 

３ 障 害
しょうがい

等 級
とうきゅう

は、 障 害
しょうがい

の程度
ていど

に応
おう

じて 重 度
じゅうど

のものから１級
きゅう

、２級
きゅう

及
およ

び３級
きゅう

と

し、 各 級
かくきゅう

の 障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

は、それぞれ 次
つぎ

の 表
ひょう

の下欄
からん

に定
さだ

めるとおりとする。 

障 害
しょうがい

等 級
とうきゅう

 

精 神
せいしん

の 障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

 

１級
きゅう

 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

の 用
よう

を弁
べん

ずることを丌能
ふのう

ならしめる程度
ていど

のもの 

２級
きゅう

 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

が 著
いちじる

しい 制 限
せいげん

を受
う

けるか、又
また

は日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

に 著
いちじる

しい

制 限
せいげん

を 加
くわ

えることを 必 要
ひつよう

とする程度
ていど

のもの 

３級
きゅう

 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

若
も

しくは 社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

が 制 限
せいげん

を受
う

けるか、 又
また

は 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

若
も

しくは 社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に 制 限
せいげん

を 加
くわ

えることを 必 要
ひつよう

とする

程度
ていど

のもの 
 

 



２０ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ｃ－１ 自己
じ こ

決 定
けってい

支援
しえん

・ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

 １）「 必 要
ひつよう

な支援
しえん

を受
う

けながら、自
みずか

らの 決 定
けってい

・ 選 択
せんたく

に 基
もと

づき、 社 会
しゃかい

のあらゆ

る分野
ぶんや

の活 動
かつどう

に参加
さんか

・参 画
さんかく

する」（意見書
いけんしょ

）を 実 現
じつげん

していくためには、どう

いう支援
しえん

が 必 要
ひつよう

か？また「セルフマネジメント
せ る ふ ま ね じ め ん と

」「支援
しえん

を得
え

ながらの自己
じ こ

決 定
けってい

」

についてどう考
かんが

えるか？ 

  

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

 （ 市 町 村
しちょうそん

の 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

について） 

○ 市 町 村
しちょうそん

は、次
つぎ

のとおり、一 般
いっぱん

財 源
ざいげん

（交付税
こうふぜい

）により 一 般 的
いっぱんてき

な相 談
そうだん

支援
しえん

を

行
おこな

うとともに、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事業費
じぎょうひ

補助
ほじょ

金
きん

（ 国
くに

１／２、都道府県
とどうふけん

１／４、市 町 村
しちょうそん

１／４）により 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の機能
きのう

強 化
きょうか

を 図
はか

っている。 

 ※ 一 般 的
いっぱんてき

な相 談
そうだん

支援
しえん

（ 一 般
いっぱん

財 源
ざいげん

） 

  ① 福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の利用
りよう

援 助
えんじょ

（情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

、 相 談
そうだん

等
とう

） 

  ② 社 会
しゃかい

資源
しげん

を 活 用
かつよう

するための支援
しえん

（各 種
かくしゅ

支援
しえん

施策
せさく

に関
かん

する 助 言
じょげん

・指導
しどう

等
とう

） 

  ③ 社 会 生
しゃかいしょう

活 力
かつりょく

を 高
たか

めるための支援
しえん

 

  ④ ピアカウンセリング
ぴ あ か う ん せ り ん ぐ

 

  ⑤ 権利
けんり

擁護
ようご

のために 必 要
ひつよう

な 援 助
えんじょ

 

  ⑥ 専 門
せんもん

機関
きかん

の 紹 介
しょうかい

 等
とう

 

※  機能
きのう

強 化
きょうか

（補助
ほじょ

金
きん

） 

①  市 町 村
しちょうそん

相 談
そうだん

支援
しえん

機能
きのう

強 化
きょうか

事 業
じぎょう

・・・・ 専 門
せんもん

職 員
しょくいん

の配置
はいち

 

②  住 宅
じゅうたく

入 居
にゅうきょ

等
とう

支援
しえん

事 業
じぎょう

（居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

）・・ 入 居
にゅうきょ

支援
しえん

、２４時間
じかん

支援
しえん

等
とう

 

③  成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

利用
りよう

支援
しえん

事 業
じぎょう

・・・・・成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の申 立
もうしたて

に 要
よう

する

経費
けいひ

、 後 見 人
こうけんにん

等
とう

の報 酬
ほうしゅう

の 助 成
じょせい

 

 

（都道府県
とどうふけん

の相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

について） 

○ 都道府県
とどうふけん

は、一 般
いっぱん

財 源
ざいげん

（交付税
こうふぜい

）、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事業費
じぎょうひ

補助
ほじょ

金
きん

により以下
い か

の

事 業
じぎょう

を実施
じっし

している。 

 ① 専 門 性
せんもんせい

の高
たか

い 相 談
そうだん

支援
しえん

 



２１ 

 

・ 発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー 運 営
うんえい

事 業
じぎょう

（補助
ほじょ

金
きん

） 

・ 障 害 児
しょうがいじ

等
とう

療 育
りょういく

支援
しえん

事 業
じぎょう

（ 一 般
いっぱん

財 源
ざいげん

） 

 ② 広 域 的
こういきてき

な支援
しえん

 

・ 都道府県
とどうふけん

相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

整備
せいび

事 業
じぎょう

（補助
ほじょ

金
きん

） 

地域
ちいき

のネットワーク
ね っ と わ ー く

構 築
こうちく

に向
む

けた指導
しどう

、 調 整
ちょうせい

等
とう

を行
おこな

うアドバイザー
あ ど ば い ざ ー

を

配置
はいち

 

③  相 談
そうだん

支援
しえん

従 事 者
じゅうじしゃ

の育 成
いくせい

 

・ 相 談
そうだん

支援
しえん

従 事 者
じゅうじしゃ

研 修
けんしゅう

事 業
じぎょう

（補助
ほじょ

金
きん

） 

 

（サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

について） 

○ 市 町 村
しちょうそん

は、障 害
しょうがい

のある 方
かた

の意向
いこう

等
とう

を 勘 案
かんあん

して 支 給
しきゅう

決 定
けってい

を行
おこな

うこととして

いる（障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい 2

22 条 第
だい

１項
こう

）。 

また、指定
してい

相 談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

が、支 給
しきゅう

決 定
けってい

を受
う

けた 障 害
しょうがい

のある 方
かた

のうち厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

省 令
しょうれい

で 定
さだ

める以下
い か

の 者
しゃ

について、その意向
いこう

等
とう

を 勘 案
かんあん

してサービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

を 作 成
さくせい

することができることとしている（ 同 法
どうほう

第
だい

32条
じょう

第
だい

１ 項
こう

）。 

① 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

からの 退 所
たいしょ

等
とう

に 伴
ともな

い、 集 中 的
しゅうちゅうてき

に支援
しえん

を 行
おこな

う 必 要
ひつよう

がある

者
しゃ

  

② 単 身
たんしん

世帯
せたい

の 者
しゃ

等
とう

自
みずか

ら 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事
さ ー び す じ

業 者
ぎょうしゃ

との 調 整
ちょうせい

を 行
おこな

うこ

とが 困 難
こんなん

な 者
しゃ

 

  ③ 重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

 

 

  ※ サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

 

・ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

では、支 給
しきゅう

決 定
けってい

を受
う

けた障 害 者
しょうがいしゃ

（児
じ

）であって一 定
いってい

の 要 件
ようけん

を満
み

たす 者
しゃ

に 対
たい

し、「サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

作成費
さくせいひ

」を 支 給
しきゅう

し、指定
してい

相 談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

がサービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

を作 成
さくせい

するとともに、当 該
とうがい

計 画
けいかく

に

基
もと

づくサービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

が確保
かくほ

されるよう事
じ

業 者
ぎょうしゃ

との 連 絡
れんらく

調 整
ちょうせい

を行
おこな

う等
とう

の支援
しえん

を行
おこな

うこととしている。 

＜サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

の内 容
ないよう

＞ 

・ 障 害 者
しょうがいしゃ

の 生 活
せいかつ

に対
たい

する意向
いこう

・ニーズ
に ー ず

 

・ 総 合 的
そうごうてき

な 援 助
えんじょ

の方 針
ほうしん

 

・ 生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

の 解
かい

決
けっ

すべき課題
かだい

 



２２ 

 

・ 提 供
ていきょう

される 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の 種 類
しゅるい

、 内 容
ないよう

、 量
りょう

、日時
にちじ

、 利 用 料
りようりょう

、

これを 担 当
たんとう

する 者
しゃ

 

・ 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を 提
てい

供
きょう

する 上
うえ

での 留 意
りゅうい

事項
じこう

 

 

※ 指定
してい

相 談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

 

    ・ 指定
してい

相 談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

は、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

の指定
してい

を受
う

けて、サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

の 作 成
さくせい

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

との 連 絡
れんらく

調 整
ちょうせい

等
とう

の支援
しえん

を行
おこな

うこととしている。 

・ また、市 町 村
しちょうそん

は、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の実施
じっし

を指定
してい

相 談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

に委託
いたく

可能
かのう

としている。 

・ 指定
してい

相 談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

には、相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

（ 一 定
いってい

の実務
じつむ

経 験
けいけん

を有
ゆう

する 者
しゃ

であって、かつ、国
くに

が 定
さだ

める 研 修
けんしゅう

を 修
しゅう

了
りょう

した 者
しゃ

）の配置
はいち

が 必 要
ひつよう

 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

 （自己
じ こ

決 定
けってい

支援
しえん

等
とう

について） 

○  平 成
へいせい

２０ 年
ねん

１２ 月
がつ

に取
と

りまとめられた 社 会
しゃかい

保 障 審
ほしょうしん

議会
ぎかい

障 害 者
しょうがいしゃ

部会
ぶかい

の

報 告
ほうこく

においては、地域
ちいき

における 相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

の 充 実
じゅうじつ

強 化
きょうか

を 図
はか

ることや、

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

のあり 方
かた

として、サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

の 作 成
さくせい

について、 支 給
しきゅう

決定後
けっていご

ではなく 支 給
しきゅう

決 定 前
けっていぜん

に 作 成
さくせい

することとし、 対 象 者
たいしょうしゃ

を 原 則
げんそく

として

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

するすべての 障 害 者
しょうがいしゃ

に拡 大
かくだい

するべきであるとされている。 

また、自己
じ こ

決 定
けってい

支援
しえん

やセルフマネジメント
せ る ふ ま ね じ め ん と

などの視点
してん

が必 要
ひつよう

であるとされて

いる。 

 

 

 



２３ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ｃ－１ 自己
じ こ

決 定
けってい

支援
しえん

・ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

 ２）障 害 者
しょうがいしゃ

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

で重 要 性
じゅうようせい

が指摘
してき

されてきたエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

に

ついてどう 考
かんが

えるか？また、エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

の機能
きのう

を 強 化
きょうか

するためには

どういった 方 策
ほうさく

が必 要
ひつよう

と考
かんが

えるか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

 （ 相 談
そうだん

支援
しえん

従 事 者
じゅうじしゃ

に 対
たい

する 研 修
けんしゅう

について） 

○ 相 談
そうだん

支援
しえん

を実施
じっし

するに当
あ

たっては、障 害
しょうがい

のある 方
かた

自
みずか

らの力
ちから

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を 送
おく

っていけるよう 障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

の 力
ちから

を引
ひ

き出
だ

していくエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の視点
してん

が 重 要
じゅうよう

であるとされている。 

※  障 害 者
しょうがいしゃ

ケアガイドライン
け あ が い ど ら い ん

（ 平 成
へいせい

14 年
ねん

３ 月
がつ

31 日
にち

 厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

社 会
しゃかい

・

援 護 局
えんごきょく

障 害
しょうがい

保健
ほけん

福祉部
ふ く し ぶ

）（ 抜 粋
ばっすい

） 

「障 害 者
しょうがいしゃ

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

は、利用者
りようしゃ

が自己
じ こ

の課題
かだい

を解
かい

決
けっ

するにあたり、

自分
じぶん

が 主 体 者
しゅたいしゃ

であることを自覚
じかく

し、自分
じぶん

自身
じしん

に自信
じしん

がもてるように、利用者
りようしゃ

の 力
ちから

を 高
たか

めていくエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の視点
してん

で支援
しえん

していくことが 必 要
ひつよう

であ

る。」 

 

○ 国
くに

と都道府県
とどうふけん

において、エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

の視点
してん

を踏
ふ

まえ、相 談
そうだん

支援
しえん

従 事 者
じゅうじしゃ

の

養 成
ようせい

のための 研 修
けんしゅう

を実施
じっし

している。 

※ 「 相 談
そうだん

支援
しえん

従 事 者
じゅうじしゃ

研 修
けんしゅう

事 業
じぎょう

の実施
じっし

について」（ 平 成
へいせい

18年
ねん

４ 月
がつ

21日付
にちづ

け

障
しょう

発
はつ

第
だい

0421001 号 厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

社 会
しゃかい

・援 護 局
えんごきょく

障 害
しょうがい

保健
ほけん

福祉
ふくし

部 長
ぶちょう

通知
つうち

）

の 別 添
べってん

の「 相 談
そうだん

支援
しえん

従 事 者
じゅうじしゃ

研 修
けんしゅう

事 業
じぎょう

実施
じっし

要 綱
ようこう

」の 別 表
べっぴょう

１「 相 談
そうだん

支援
しえん

従 事 者
じゅうじしゃ

初 任 者
しょにんしゃ

研 修 標
けんしゅうひょう

準カリキュラム
じ ゅ ん か り き ゅ ら む

」における「 相 談
そうだん

支援
しえん

における権利
けんり

侵 害
しんがい

と権利
けんり

擁護
ようご

（1.5時間
じかん

）」の 内 容
ないよう

 

「 具体的
ぐたいてき

な ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

事例
じれい

を 通
とお

し て 当事者
とうじしゃ

の エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

、

アドボカシー
あ ど ぼ か し ー

等
とう

について理解
りかい

する。その 上
うえ

で、成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

等
とう

の関 連
かんれん

制度
せいど

の重 要 性
じゅうようせい

についても理解
りかい

する。」 

 



２４ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

（ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

に当
あ

たっての視点
してん

等
とう

） 

○ 平 成
へいせい

20年
ねん

12月
がつ

に取
と

りまとめられた 社 会
しゃかい

保 障 審
ほしょうしん

議会
ぎかい

障 害 者
しょうがいしゃ

部会
ぶかい

の 報 告
ほうこく

に

おいては、 

① ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の 充
じゅう

実
じつ

に当
あ

たっては、 障 害 者
しょうがいしゃ

自
みずか

らの 力
ちから

で自立
じりつ

した

生 活
せいかつ

を 送
おく

っ て い け る よ う 障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

の 力
ちから

を 引
ひ

き 出
だ

し て い く

（エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

）という視点
してん

が必 要
ひつよう

である 

② 相 談
そうだん

支援
しえん

従 事 者
じゅうじしゃ

研 修
けんしゅう

を 更
さら

に 充 実
じゅうじつ

させるなどにより、 計 画 的
けいかくてき

に 人 材
じんざい

を

養
よう

成
せい

していくことが 必 要
ひつよう

である 

とされている。 

 



２５ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ｃ－１ 自己
じ こ

決 定
けってい

支援
しえん

・ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

 ３）ピアカウンセリング
ぴ あ か う ん せ り ん ぐ

、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の意義
い ぎ

と 役 割
やくわり

、普 及
ふきゅう

する 上
うえ

での課題
かだい

に

ついてどう考
かんが

えるか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

 （ピアカウンセリング
ぴ あ か う ん せ り ん ぐ

、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の現 状
げんじょう

について） 

○  障 害
しょうがい

の あ る 方
かた

や そ の 家族
かぞく

の 方 々
かたがた

が 互
たが

い に 相 談
そうだん

支援
しえん

を 行
おこな

う

ピアカウンセリング
ぴ あ か う ん せ り ん ぐ

やピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

は、市 町 村
しちょうそん

が 相 談
そうだん

支援
しえん

の一
ひと

つとして実施
じっし

し

ている。 

※ ピアカウンセリング
ぴ あ か う ん せ り ん ぐ

の実施
じっし

市 町 村 数
しちょうそんすう

（平 成
へいせい

21年
ねん

４ 月
がつ

現 在
げんざい

） 

707市
し

町 村
ちょうそん

/1,798市
し

町 村
ちょうそん

（39％） 

・ 身 体
しんたい

：561市
し

町 村
ちょうそん

/707市
し

町 村
ちょうそん

（79％） 

・ 知的
ちてき

：342市
し

町 村
ちょうそん

/707市
し

町 村
ちょうそん

（48％） 

・ 精 神
せいしん

：565市
し

町 村
ちょうそん

/707市
し

町 村
ちょうそん

（80％） 

※ 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

相 談 員
そうだんいん

、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

相 談 員
そうだんいん

の配置
はいち

状 況
じょうきょう

（ 平 成
へいせい

21年
ねん

４ 月
がつ

現 在
げんざい

） 

・ 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

相 談 員
そうだんいん

：9,562人
にん

  

・ 知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

相 談 員
そうだんいん

：4,107人
にん

 

（基本的
きほんてき

な 考
かんが

え 方
かた

としては、 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

相 談 員
そうだんいん

は 身 体
しんたい

障 害
しょうがい

を 有
ゆう

する

方
かた

、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

相 談 員
そうだんいん

は知的
ちてき

障 害
しょうがい

を 有
ゆう

する 方
かた

の保護者
ほ ご し ゃ

がなることと

している。） 

 

○ 厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

としては、基金
ききん

事 業
じぎょう

における「ピアサポートセンタ
ぴ あ さ ぽ ー と せ ん た

ー
ー

等
とう

設置
せっち

推 進
すいしん

事 業
じぎょう

」において、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

等
とう

の 事 業
じぎょう

を実施
じっし

するピアサポートセンタ
ぴ あ さ ぽ ー と せ ん た

ー
ー

を設置
せっち

する場合
ばあい

に必 要
ひつよう

なパソコン
ぱ そ こ ん

などの設備
せつび

整備
せいび

や、実 際
じっさい

にピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

を行
おこな

う障 害 者
しょうがいしゃ

や家族
かぞく

に 対
たい

する 研 修
けんしゅう

に係
かか

る費用
ひよう

に対
たい

する 財 政
ざいせい

支援
しえん

を行
おこな

っている。 

※ 補助
ほじょ

単価
たんか

   １か 所
しょ

あたり１ 年 間
ねんかん

で 1,900千 円
せんえん

以内
いない

 

※ 補助
ほじょ

割 合
わりあい

   定 額
ていがく

（10/10） 

 



２６ 

 

  さらに、 平 成
へいせい

22年度
ねんど

予算
よさん

においては、 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

への移行
いこう

を

促 進
そくしん

するため、「 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

定 着
ていちゃく

支援
しえん

事 業
じぎょう

」の 新
あら

たなメニュ
め に ゅ

ー
ー

の 一
ひと

つとして、ピアサポータ
ぴ あ さ ぽ ー た

ー
ー

が 入 院
にゅういん

患 者
かんじゃ

を 訪 問
ほうもん

し、退 院
たいいん

に向
む

けて外 出
がいしゅつ

等
とう

に 同 行
どうこう

して 退 院
たいいん

準 備
じゅんび

などを支援
しえん

する 活 動
かつどう

を補助
ほじょ

の 対 象
たいしょう

とした。 

※ 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

定 着
ていちゃく

支援
しえん

事業費
じぎょうひ

補助
ほじょ

金
きん

の予算
よさん

額
がく

 

平 成
へいせい

22年度
ねんど

 16.7億 円
おくえん

 

※ 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

定 着
ていちゃく

支援
しえん

事 業
じぎょう

の事 業
じぎょう

内 容
ないよう

 

福祉
ふくし

・ 医 療
いりょう

等
とう

の 関 係 者
かんけいしゃ

による地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

定 着
ていちゃく

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

の設置
せっち

、

地域
ちいき

移行
いこう

推 進 員
すいしんいん

の 配置
はいち

、 地域
ちいき

体 制
たいせい

整備
せいび

コーディネータ
こ ー で ぃ ね ー た

ー
ー

の 配置
はいち

、

ピアサポータ
ぴ あ さ ぽ ー た

ー
ー

による 同 行
どうこう

支援
しえん

（新規
しんき

）など 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

（ピアカウンセリング
ぴ あ か う ん せ り ん ぐ

、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

について） 

○ 平 成
へいせい

20年
ねん

12月
がつ

に取
と

りまとめられた 社 会
しゃかい

保 障 審
ほしょうしん

議会
ぎかい

障 害 者
しょうがいしゃ

部会
ぶかい

の 報 告
ほうこく

に

おいては、ピアカウンセリング
ぴ あ か う ん せ り ん ぐ

、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

について、 

① 障 害 者
しょうがいしゃ

や家族
かぞく

が有
ゆう

している 様 々
さまざま

な 経 験
けいけん

・体 験
たいけん

や情 報
じょうほう

を活
い

かし、障 害 者
しょうがいしゃ

同士
どうし

や家族
かぞく

同士
どうし

によるピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

、 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

相 談 員
そうだんいん

・知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

相 談 員
そうだんいん

による 相 談
そうだん

援 助
えんじょ

を 活 用
かつよう

するなどにより、 厚
あつ

みのある 相 談
そうだん

支援
しえん

を

実施
じっし

していくべきである 

② 障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

の支援
しえん

については、 障 害 者
しょうがいしゃ

同士
どうし

によるピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

も

大 切
たいせつ

であり、都道府県
とどうふけん

や 市 町 村
しちょうそん

において、その自主的
じしゅてき

な 活 動
かつどう

を支援
しえん

するこ

とを 促 進
そくしん

していくべきである 

とされている。 

 



２７ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ｃ－１ 自己
じ こ

決 定
けってい

支援
しえん

・ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

 ４）施設
しせつ

・ 病 院
びょういん

からの地域
ちいき

移行
いこう

や、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

の 充 実
じゅうじつ

を 進
すす

めていく 上
うえ

で、

相 談
そうだん

支援
しえん

の 役 割
やくわり

と機能
きのう

として 求
もと

められるものにはどのようなことがある

か？その 点
てん

から、現 状
げんじょう

の位置
い ち

づけや 体 制
たいせい

にはどのような課題
かだい

があると考
かんが

える

か？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

（サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

作成費
さくせいひ

について） 

○ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

を受
う

けた 者
しゃ

のうち以下
い か

の 対 象 者
たいしょうしゃ

について、指定
してい

相 談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

が 障 害
しょうがい

のある 方
かた

の意向
いこう

等
とう

を勘 案
かんあん

してサービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

を 作 成
さくせい

した場合
ばあい

には、

サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

作成費
さくせいひ

を 支 給
しきゅう

することとしている。 

① 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

からの 退 所
たいしょ

等
とう

に伴
ともな

い、 集 中 的
しゅうちゅうてき

に支援
しえん

を行
おこな

う 必 要
ひつよう

がある

者
しゃ

 

② 単 身
たんしん

世帯
せたい

の 者
しゃ

等
とう

自
みずか

ら 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事
さ ー び す じ

業 者
ぎょうしゃ

との 調 整
ちょうせい

を 行
おこな

うこ

とが 困 難
こんなん

な 者
しゃ

 

③ 重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

 

 ※ サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

作成費
さくせいひ

利用者数
りようしゃすう

/障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

実利用者数
じつりようしゃすう

 

0.3万 人
ばんにん

/53.9万 人
ばんにん

（0.56％）（ 平 成
へいせい

22年
ねん

３ 月
がつ

国保連
こくほれん

データ
で ー た

） 

 

（ 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

について） 

○  障 害
しょうがい

のある 方
かた

の地域
ちいき

における自立
じりつ

した 生 活
せいかつ

のための支援
しえん

については、

市 町 村
しちょうそん

が地域
ちいき

の 実 情
じつじょう

に 応
おう

じて 柔 軟
じゅうなん

に 事 業
じぎょう

を実施
じっし

できる地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の 一
ひと

つとして、「 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

」において、 

① 入 居
にゅうきょ

支援
しえん

（ 物 件
ぶっけん

あっせん依頼
いらい

、入 居
にゅうきょ

手続
てつづ

き支援
しえん

） 

② 24時間
じかん

支援
しえん

（ 緊 急
きんきゅう

時
じ

等
とう

の対 応
たいおう

） 

等
とう

に 対
たい

する補助
ほじょ

を行
おこな

っている。 

※ 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

の実施
じっし

市 町 村 数
しちょうそんすう

（平 成
へいせい

21年
ねん

４ 月
がつ

現 在
げんざい

） 

221市
し

町 村
ちょうそん

/1,798市
し

町 村
ちょうそん

（12％） 

 



２８ 

 

（ 精 神
せいしん

障 害
しょうがい

のある 方
かた

に 対
たい

する地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

定 着
ていちゃく

支援
しえん

策
さく

について） 

○ 精 神
せいしん

障 害
しょうがい

のある 方
かた

の地域
ちいき

における自立
じりつ

した 生 活
せいかつ

のための支援
しえん

については、

「 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

定 着
ていちゃく

支援
しえん

事 業
じぎょう

」において、 

① 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

に 対
たい

する 退 院
たいいん

・ 退 所
たいしょ

に向
む

けた 相 談
そうだん

支援
しえん

や福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の

体 験
たいけん

利用
りよう

等
とう

への 同 行
どうこう

支援
しえん

を行
おこな

う地域
ちいき

移行
いこう

推 進 員
すいしんいん

の配置
はいち

 

②  地域
ちいき

生 活
せいかつ

に 必 要
ひつよう

な 支援
しえん

体 制
たいせい

の 整
せい

備
び

に 係
かか

る 総 合
そうごう

調 整
ちょうせい

や 、 地域
ちいき

移行
いこう

推 進 員
すいしんいん

への 助 言
じょげん

・指導
しどう

を行
おこな

う地域
ちいき

体 制
たいせい

整備
せいび

コーディネータ
こ ー で ぃ ね ー た

ーの配置
はいち

 

に 対
たい

する補助
ほじょ

を行
おこな

っている。 

※ 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

定 着
ていちゃく

支援
しえん

事 業
じぎょう

の実施
じっし

都道府県数
とどうふけんすう

（ 平 成
へいせい

21

年
ねん

６ 月
がつ

現 在
げんざい

） 

47都道府県
とどうふけん

/47都道府県
とどうふけん

（100％） 

 

また、平 成
へいせい

22年度
ねんど

の診 療
しんりょう

報 酬
ほうしゅう

改 定
かいてい

において「精神科
せいしんか

地域
ちいき

移行
いこう

実施
じっし

加算
かさん

」の

評 価
ひょうか

の 倍 増
ばいぞう

や、 精 神
せいしん

病 棟
びょうとう

入 院
にゅういん

基 本 料
きほんりょう

について 入 院
にゅういん

早期
そうき

の 医 療
いりょう

に 係
かか

る

評 価
ひょうか

をより 重 視
じゅうし

し、精神科
せいしんか

病 院
びょういん

における地域
ちいき

移行
いこう

の 取 組
とりくみ

の 充 実
じゅうじつ

を 図
はか

ってい

る。 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

（地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

、地域
ちいき

移行
いこう

について） 

○  平 成
へいせい

２０ 年
ねん

１２ 月
がつ

に取
と

りまとめられた 社 会
しゃかい

保 障 審
ほしょうしん

議会
ぎかい

障 害 者
しょうがいしゃ

部会
ぶかい

の

報 告
ほうこく

においては、 相 談
そうだん

支援
しえん

の 充 実
じゅうじつ

について、 

① サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

作 成
さくせい

について、 支 給
しきゅう

決定後
けっていご

ではなく 支 給
しきゅう

決 定 前
けっていぜん

に

作 成
さくせい

することとし、 対 象 者
たいしょうしゃ

を 原 則
げんそく

としてサービス
さ ー び す

を利用
りよう

するすべての

障 害 者
しょうがいしゃ

に 拡 大
かくだい

するべきである 

② 退 院
たいいん

・退所後
たいしょご

の 生 活
せいかつ

を見据
み す

えた地域
ちいき

生 活
せいかつ

の 準 備
じゅんび

等
とう

のための 外 出
がいしゅつ

の支援
しえん

や、24時間
じかん

の相 談
そうだん

支援
しえん

等
とう

について自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

の 対 象
たいしょう

とすることを検 討
けんとう

す

べきである 

③ 相 談
そうだん

支援
しえん

従 事 者
じゅうじしゃ

研 修
けんしゅう

を 更
さら

に 充 実
じゅうじつ

させるなどにより、 計 画 的
けいかくてき

に 人 材
じんざい

を

養
よう

成
せい

していくことが 必 要
ひつよう

である 

④ 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

をはじめとする地域
ちいき

の 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

に 関
かん

するシステム
し す て む

づくりに

関
かん

し、 中 核 的
ちゅうかくてき

な 役 割
やくわり

を果
は

たす 協 議
きょうぎ

の場
ば

である自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

について、



２９ 

 

設置
せっち

の 促 進
そくしん

や 運 営
うんえい

の活性化
かっせいか

を 図
はか

るため、 法 律 上
ほうりつじょう

の位置
い ち

づけを 明 確
めいかく

にすべ

きである 

とされている。 

 



３０ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ｃ－２ 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

の機能
きのう

と問 題 点
もんだいてん

 

１）現 行
げんこう

「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」の 支 給
しきゅう

決 定
けってい

についてどう 評 価
ひょうか

し、どういう 問 題 点
もんだいてん

が

あると考
かんが

えるか？また、その 中
なか

で「 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

」の果
は

たした機能
きのう

と、その

問 題 点
もんだいてん

についてどう 考
かんが

えるか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

制度前
せいどぜん

の支援費
し え ん ぴ

制度
せいど

の下
もと

では、サービス
さ ー び す

の必要度
ひつようど

を 測
はか

る「も

のさし」がなかったために、地域
ちいき

によって、個々人
こ こ じ ん

によってサービス
さ ー び す

の 内 容
ないよう

・量
りょう

に栺差
かくさ

があったものと 考
かんが

えられた。 

 

○ そこで、このようなサービス
さ ー び す

利用者間
りようしゃかん

の公平化
こうへいか

や市 町 村 間
しちょうそんかん

のバラツキ
ば ら つ き

の是正
ぜせい

を 図
はか

るため、 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の 下
もと

では、まず一次
いちじ

判 定
はんてい

で、１０６の 調 査
ちょうさ

項 目
こうもく

をもとにコンピュータ
こ ん ぴ ゅ ー た

ー
ー

判 定
はんてい

を行
おこな

い、 次
つぎ

に二次
に じ

判 定
はんてい

で、コンピュータ
こ ん ぴ ゅ ー た

―
ー

判 定
はんてい

だけでは 適 切
てきせつ

な 評 価
ひょうか

が 困 難
こんなん

な 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

について、医師
い し

意見書
いけんしょ

や特記
とっき

事項
じこう

等
とう

をもとに 市 町 村
しちょうそん

の審査会
しんさかい

において 総 合 的
そうごうてき

に 判 定
はんてい

する仕組
し く

みである

「 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

」を 導 入
どうにゅう

した。 

 

○ 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

は、心 身
しんしん

の状 況
じょうきょう

に 応
おう

じたサービス
さ ー び す

の必 要 性
ひつようせい

に 関
かん

する客 観 的
きゃくかんてき

尺 度
しゃくど

と し て 、 支 給
しきゅう

決 定
けってい

に お い て 市 町 村
しちょうそん

が 勘 案
かんあん

す る こ と で 利用者間
りようしゃかん

・

市 町 村 間
しちょうそんかん

の 公 平 性
こうへいせい

を保
たも

つ機能
きのう

を果
は

たすものである。 

 

○ 一 方
いっぽう

で、認 定
にんてい

に当
あ

たって、知的
ちてき

障 害
しょうがい

や 精 神
せいしん

障 害
しょうがい

については、一次
いちじ

判 定
はんてい

で低
ひく

く 判 定
はんてい

される 傾 向
けいこう

があり、これまで、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

を適
てき

切
せつ

に 判 定
はんてい

してもらう

ため、各自治体
かくじちたい

に 対
たい

し二次
に じ

判 定
はんてい

事例
じれい

を 提
てい

供
きょう

するなどの 取 組
とりくみ

を行
おこな

ってきたとこ

ろである。 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

は、個々
こ こ

のサービス
さ ー び す

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

に 用
もち

いるほか、 

① 入 所
にゅうしょ

サービス
さ ー び す

等
とう

の対 象 者
たいしょうしゃ

の範囲
はんい

 

② 区分
くぶん

に 応
おう

じた 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の設 定
せってい

 



３１ 

 

③ 市 町 村
しちょうそん

に 対
たい

する国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

 

に 用
もち

いられており、利用者間・市町村間の公平性や給付費財源の公平な配分等に

寄不している。 

 

○ 仮
かり

に 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

を 廃
はい

止
し

した場合
ばあい

にあっては、 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

が 現 在
げんざい

果
は

たし

ている利用者間
りようしゃかん

・ 市 町 村 間
しちょうそんかん

の 公 平 性
こうへいせい

や給付費
きゅうふひ

財 源
ざいげん

の 公 平
こうへい

な 配 分
はいぶん

といった

機能
きのう

について、どのような 形
かたち

で担
たん

保
ぽ

していくのか、 検 討
けんとう

が 必 要
ひつよう

。 



３２ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ｃ－２ 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

の機能
きのう

と問 題 点
もんだいてん

 

 ２）「 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

」と 連 動
れんどう

している支援
しえん

の必要度
ひつようど

及
およ

び報 酬
ほうしゅう

と国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

に

ついてどう考
かんが

えるか？ 特
とく

に、今後
こんご

の地域
ちいき

移行
いこう

の展 開
てんかい

を考
かんが

えた 際
さい

に、２４時間
じかん

の地域
ちいき

でのサポート
さ ぽ ー と

体 制
たいせい

（後 述
こうじゅつ

）が 必 要
ひつよう

となるが、そのための 財 源
ざいげん

調 整
ちょうせい

の

仕組
し く

みをどう考
かんが

えるか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

（介護
かいご

の必要度
ひつようど

） 

○ 介護
かいご

を 提
てい

供
きょう

する 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

については、サービス
さ ー び す

を利用
りよう

するに当
あ

たり、

その 内 容
ないよう

に 応
おう

じて、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

が一 定
いってい

以 上
いじょう

であることを 要 件
ようけん

としている。 

 

※ 障 害
しょうがい

程 度
ていど

区 分
くぶん

が 一 定
いってい

以 上
いじょう

であることを 要 件
ようけん

としているサービス
さ ー び す

の 例
れい

 

重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介 護
かいご

：
がい

障 害
しょうがい

程 度
ていど

区 分
くぶん

４以上
いじょう

 

療 養
りょうよう

介 護
かいご

：
しょう

障 害
しょうがい

程 度
ていど

区 分
くぶん

５ 以 上
いじょう

   等
とう

 

 

（ 報 酬
ほうしゅう

） 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

が 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

したときに、市 町 村
しちょうそん

は、介護
かいご

給付費
きゅうふひ

又
また

は 訓 練
くんれん

等
とう

給付費
きゅうふひ

（ 報 酬
ほうしゅう

）を事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に支払
しはら

うこと（ 法 定
ほうてい

代理
だいり

受 領
じゅりょう

）となって

おり、このうち介護
かいご

給付費
きゅうふひ

に 係
かか

るサービス
さ ー び す

については、介護
かいご

の必要度
ひつようど

等
とう

を 考 慮
こうりょ

し、 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に応
おう

じ 職 員
しょくいん

の配置
はいち

基 準
きじゅん

を 定
さだ

め、基本
きほん

報 酬
ほうしゅう

等
とう

を 設 定
せってい

してい

る。 

 

  ※ 「 生 活
せいかつ

介 護
かいご

」における 直 接
ちょくせつ

処 遇
しょぐう

職 員
しょくいん

（看 護
かんご

職 員
しょくいん

、理 学
りがく

療 法 士
りょうほうし

又
また

は 作 業
さぎょう

療 法 士
りょうほうし

、 生 活
せいかつ

支 援 員
しえんいん

）の配 置
はいち

基 準
きじゅん

 

  ・ 平 均
へいきん

障 害
しょうがい

程 度
ていど

区 分
くぶん

が４未 満
みまん

： 利 用 者
りようしゃ

を６で 除
じょ

した 数
かず

以 上
いじょう

 

   ・ 平 均
へいきん

障 害
しょうがい

程 度
ていど

区 分
くぶん

が４ 以 上
いじょう

５未 満
みまん

：利 用 者
りようしゃ

を５で 除
じょ

した 数
かず

以 上
いじょう

 

   ・ 平 均
へいきん

障 害
しょうがい

程 度
ていど

区 分
くぶん

が５ 以 上
いじょう

： 利 用 者
りようしゃ

を３で 除
じょ

した 数
かず

以 上
いじょう

 

 

  ※ 「 生 活
せいかつ

介 護
かいご

」（ 定 員
ていいん

４１ 人
にん

以 上
いじょう

６０ 人
にん

以下
い か

の場 合
ばあい

）における基 本
きほん

報 酬
ほうしゅう

（ 日 額
にちがく

） 
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区 分
くぶん

２以下
い か

 区 分
くぶん

３ 区 分
くぶん

４ 区 分
くぶん

５ 区 分
くぶん

６ 

494単 位
たんい

 538単 位
たんい

 604単 位
たんい

 854単 位
たんい

 1,138単 位
たんい

 

 

（国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

） 

○ 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

は地方
ちほう

自治体
じ ち た い

の自治
じ ち

事務
じ む

であり、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

は、 居 宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

の

訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

において、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

に 係
かか

る 国
くに

と地方
ちほう

自治体
じ ち た い

の 間
あいだ

の 一 定
いってい

の

役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

を 前 提
ぜんてい

に、限
かぎ

りある国費
こくひ

を 公 平
こうへい

に 配 分
はいぶん

するため、市 町 村
しちょうそん

に 対
たい

する

国庫
こっこ

の 精 算
せいさん

基 準
きじゅん

として 設 定
せってい

されているものであり、サービス
さ ー び す

の 種 類
しゅるい

ごとに

障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

別
べつ

に 定
さだ

められている。また、 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

が 高
たか

いほど国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

が 高
たか

く設 定
せってい

されている。 

この国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

については、平 成
へいせい

21年
ねん

4月
がつ

の 報 酬
ほうしゅう

改 定
かいてい

に合
あ

わせ、訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

全 体
ぜんたい

の1 人
ひとり

当
あ

たりの負担
ふたん

水 準
すいじゅん

を 月 額
げつがく

9 万
まん

5 千 円
せんえん

から 10 万
まん

5 千 円
せんえん

に

大 幅
おおはば

に引
ひ

き上
あ

げた。（＋10.5％） 

その 中
なか

でも、重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

については、20％ 近
ちか

い引
ひ

き上
あ

げ

を行
おこな

ったところであり、とりわけ、障 害
しょうがい

が最
もっと

も重
おも

い 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

６の国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

については 30％を超
こ

える引上
ひきあ

げを行
おこな

った。 

国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

の 水 準
すいじゅん

については、 全 国
ぜんこく

の９ 割
わり

程度
ていど

の 市 町 村
しちょうそん

において 支 給
しきゅう

実 績
じっせき

をカバ
か ば

ー
ー

できるよう 設 定
せってい

していることから、 多
おお

くの 市 町 村
しちょうそん

においては

支 給
しきゅう

実 績
じっせき

が国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を下 回
したまわ

っている。 

 

  ※ 居 宅
きょたく

介 護
かいご

における国 庫
こっこ

負 担
ふたん

基 準
きじゅん

（ 月 額
げつがく

） 

区 分
くぶん

１ 区 分
くぶん

２ 区 分
くぶん

３ 区 分
くぶん

４ 区 分
くぶん

５ 区 分
くぶん

６ 

2,370単 位
たんい

 3,050単 位
たんい

 4,500単 位
たんい

 8,440単 位
たんい

 13,500単 位
たんい

 19,450単 位
たんい

 

 

（ 市 町 村
しちょうそん

に対
たい

する 財 政
ざいせい

支援
しえん

の仕組
し く

み） 

○ 長 時 間
ちょうじかん

の介護
かいご

を 必 要
ひつよう

とする 方
かた

を 多
おお

く 抱
かか

えるなど、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を 超
ちょう

過
か

し

てサービス
さ ー び す

の支 給
しきゅう

を行
おこな

っている 市 町 村
しちょうそん

の財 政
ざいせい

負担
ふたん

を 軽 減
けいげん

するため、 

 ・ 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

における「 重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

に 係
かか

る市 町 村
しちょうそん

特 別
とくべつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

」 

 ・ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

対 策
たいさく

臨時
りんじ

特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

を 活 用
かつよう

した「 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

等
とう

の

利用
りよう

促 進
そくしん

に 係
かか

る市 町 村
しちょうそん

支援
しえん

事 業
じぎょう

」 

 による 財 政
ざいせい

支援
しえん

を行
おこな

っている。 
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 ※「 重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

に 係
かか

る 市 町 村
しちょうそん

特 別
とくべつ

支 援
しえん

事 業
じぎょう

」 

   対 象
たいしょう

自治体
じちたい

： 訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

の 利 用 者
りようしゃ

に占
し

める 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介 護
かいご

対 象 者
たいしょうしゃ

が１０％

を超
こ

え、かつ 訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

の 支 給
しきゅう

額
がく

が国 庫
こっこ

負担基
ふたんき

準 額
じゅんがく

を 超
ちょう

過
か

している 市 町 村
しちょうそん

 

   内 容
ないよう

：以下
い か

の①に②を 乗
じょう

じた 金 額
きんがく

の 一 定
いってい

割 合
わりあい

を 助 成
じょせい

する。 

① 該 当
がいとう

する 市 町 村
しちょうそん

の 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介 護
かいご

の 利 用 者 数
りようしゃすう

から、 訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

全 体
ぜんたい

の 利 用 者 数
りようしゃすう

に 全 国
ぜんこく

の 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介 護
かいご

対 象 者
たいしょうしゃ

の 割 合
わりあい

（ １０％

程 度
ていど

）を乗
じ ょ う

じて得
え

た額
がく

を控除
こうじょ

した数
かず

 

② 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介 護
かいご

の
がい

障 害
しょうがい

程 度
ていど

区 分
くぶん

４，５，６の 国 庫
こっこ

負担基
ふたんき

準 額
じゅんがく

の差
さ

の

平 均
へいきん

程 度
ていど

（ 約
やく

８．５ 万 円
まんえん

） 

 ※「 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介 護
かいご

等
とう

の利 用
りよう

促 進
そくしん

に 係
かかわ

る 市 町 村
しちょうそん

支 援
しえん

事 業
じぎょう

」 

   対 象
たいしょう

自治体
じちたい

： 市 町 村
しちょうそん

（指 定
してい

都市
と し

及
およ

び 中 核
ちゅうかく

市
し

除
のぞ

く） 

   内 容
ないよう

：以下
い か

の 金 額
きんがく

の範 囲 内
はんいない

で都 道 府 県
とどうふけん

知事
ち じ

が 必 要
ひつよう

と 認
みと

める 額
がく

を 助 成
じょせい

する。 

・ 「 人 口
じんこう

１０ 万 人
まんにん

未 満
みまん

の 市 町 村
しちょうそん

」：国 庫
こっこ

負 担
ふたん

基 準
きじゅん

超 過
ちょうか

額
がく

 

・ 「 人 口
じんこう

１０ 万 人
まんにん

以 上
いじょう

３０ 万 人
まんにん

未 満
みまん

の市
し

」：「国 庫
こっこ

負担基
ふたんき

準 額
じゅんがく

に１００％

を 乗
じょう

じた 額
がく

」と「国 庫
こっこ

負 担
ふたん

基 準
きじゅん

超 過
ちょうか

額
がく

」のいずれか 低
ひく

い 方
かた

の 額
がく

 

・ 「 人 口
じんこう

３０ 万 人
まんにん

以 上
いじょう

の市
し

」：「国 庫
こっこ

負 担
ふたん

基 準
きじゅん

に５０％を 乗
じょう

じた 額
がく

」と

「 国 庫 負 担 基 準 超
こっこふたんきじゅんちょう

過
か

額
がく

」のいずれか 低
ひく

い方
かた

の額
がく

 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

（介護
かいご

の必要度
ひつようど

） 

○ 施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

や 生 活
せいかつ

介護
かいご

など介護
かいご

の必要度
ひつようど

の 高
たか

い 者
しゃ

に 対
たい

して 特 別
とくべつ

な支援
しえん

を 行
おこな

う 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

については、 財 源
ざいげん

に 制 約
せいやく

がある 中
なか

で、そのような

サービス
さ ー び す

を 必 要
ひつよう

とする 方
かた

に 的 確
てきかく

かつ 公 平
こうへい

に 提
てい

供
きょう

される 必 要
ひつよう

があるから、そ

の利用に当たり、障害程度区分が一定以上であることを要件としている。 

  また、このことにより、安易
あんい

な施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

を防
ふせ

いでいるという 面
めん

もあると。 

  したがって、仮に障害程度区分を廃止した場合にあっては、こうした機能をど

のような形で担保するのか、検討が必要である。 

 

（ 報 酬
ほうしゅう

） 
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○ より手厚
てあつ

い支援
しえん

を 必 要
ひつよう

とする 者
しゃ

に 対
たい

する 適 切
てきせつ

な支援
しえん

を確保
かくほ

するためには、

利用者
りようしゃ

の 障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

等
とう

に 応
おう

じて、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

体 制
たいせい

を手厚
てあつ

くする 必 要
ひつよう

があ

ることから、障害程度区分に応じ職員の配置基準を定め、基本報酬等を設定して

いる。 

 したがって、仮に障害程度区分を廃止した場合にあっては、こうした利用者の

状況等に応じた支援体制をどのような形で担保するのか、検討が必要である。 

 

（国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

等
とう

） 

○ 現 行
げんこう

の国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

は、訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

について、国
くに

の費用
ひよう

負担
ふたん

を義務化
ぎ む か

す

ることで 財 源
ざいげん

の裏付
うらづ

けを 強 化
きょうか

する 一 方
いっぽう

で、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

に 係
かか

る国
くに

と地方
ちほう

自治体
じ ち た い

の

間
あいだ

の 一 定
いってい

の 役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

を 前 提
ぜんてい

に、 限
かぎ

りある国費
こくひ

を 公 平
こうへい

に 配 分
はいぶん

するため、

市 町 村
しちょうそん

に 対
たい

する 精 算
せいさん

基 準
きじゅん

として 定
さだ

めているものであり、介護の必要度が高い

者が多い市町村にはその人数に応じて国庫負担を行える仕組みとなっている。 

  したがって、仮に障害程度区分を廃止した場合にあっては、国の厳しい財政事

情を考慮し、国費を公平に配分する機能をどのような形で担保するのか、検討が

必要である。 
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【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ｃ－３ 「 選 択
せんたく

と決 定
けってい

」（ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

）プロセス
ぷ ろ せ す

とツール
つ ー る

 

 １）第
だい

３回
かい

推 進
すいしん

会議
かいぎ

では、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

の廃止
はいし

とそれに代
か

わる 協 議
きょうぎ

・調 整
ちょうせい

に

よる 支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

のための 体 制
たいせい

構 築
こうちく

についての議論
ぎろん

がなされた。これ

らの 点
てん

についてどう 考
かんが

えるか？ 

２）「 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

」廃止後
は い し ご

の 支 給
しきゅう

決 定
けってい

の仕組
し く

みを考
かんが

える 際
さい

に、支 給
しきゅう

決 定
けってい

に

当
あ

た っ て 必 要
ひつよう

な ツール
つ ー る

と し て ど の よ う な も の が 考
かんが

え ら れ る か ？

（ガイドライン
が い ど ら い ん

、本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

計 画
けいかく

等
とう

） 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

（ 現 行
げんこう

制度
せいど

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

の仕組
し く

み） 

○ 市 町 村
しちょうそん

は、 障 害
しょうがい

のある 方
かた

のサービス
さ ー び す

の利用
りよう

に 関
かん

する意向
いこう

等
とう

を 勘 案
かんあん

して

支 給
しきゅう

決 定
けってい

を行
おこな

うこととなっている（ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

22 条 第
だい

1項
こう

）。 

   

（ 現 行
げんこう

制度
せいど

における 支 給
しきゅう

決 定
けってい

の公 平 性
こうへいせい

・ 適 正 性
てきせいせい

の確保
かくほ

方 策
ほうさく

） 

○  「介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

の 支 給
しきゅう

決 定
けってい

について」（ 平 成
へいせい

19 年
ねん

3 月
がつ

23日付
にちづ

け 障
しょう

発
はつ

0323002号
ごう

 厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

社 会
しゃかい

・ 援 護 局
えんごきょく

障 害
しょうがい

保健
ほけん

福祉
ふくし

部 長
ぶちょう

通知
つうち

）において、

市 町 村
しちょうそん

は、支 給
しきゅう

決 定
けってい

を公 平
こうへい

かつ 適 正
てきせい

に行
おこな

うため、あらかじめ 支 給
しきゅう

の要否
ようひ

や

支 給 量
しきゅうりょう

の 決 定
けってい

に関
かん

する 支 給
しきゅう

決 定
けってい

基 準
きじゅん

を 定
さだ

め、これに 基
もと

づき 支 給
しきゅう

決 定
けってい

を行
おこな

うことが 適 当
てきとう

であるとしている。（ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

基 準
きじゅん

による 公 平 性
こうへいせい

の確保
かくほ

） 

  

（ 現 行
げんこう

制度
せいど

における 支 給
しきゅう

決 定
けってい

の透 明 性
とうめいせい

の確保
かくほ

方 策
ほうさく

） 

○ 個々
こ こ

のケース
け ー す

によっては、支 給
しきゅう

決 定
けってい

基 準
きじゅん

を超
こ

えた長 時 間
ちょうじかん

の支 給 量
しきゅうりょう

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

（いわゆる「非定型
ひていけい

」の 支 給
しきゅう

決 定
けってい

）を行
おこな

う必 要
ひつよう

がある場合
ばあい

が想 定
そうてい

され、

この「非定型
ひていけい

」の 支 給
しきゅう

決 定
けってい

を行
おこな

うに当
あ

たっては、同通知
どうつうち

において支 給
しきゅう

決 定
けってい

案
あん

について 第 三 者
だいさんしゃ

委員会
いいんかい

（ 市 町 村
しちょうそん

審査会
しんさかい

）の意見
いけん

を聴
き

いた 上
うえ

で個別
こべつ

に 適 切
てきせつ

な

支 給 量
しきゅうりょう

を 定
さだ

めることとしている。（ 第 三 者
だいさんしゃ

委員会
いいんかい

のチェック
ち ぇ っ く

による 公 平 性
こうへいせい

の

確保
かくほ

） 

 

※ なお、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

については、個々
こ こ

の利用者
りようしゃ

に 対
たい

する支 給 量
しきゅうりょう

の 上 限
じょうげん

では



３７ 

 

ないことから、 市 町 村
しちょうそん

における 支 給
しきゅう

決 定
けってい

に当
あ

たっては、利用者
りようしゃ

一人一人
ひとりひとり

の

実 情
じつじょう

を踏
ふ

まえて 適 切
てきせつ

な支 給 量
しきゅうりょう

が設 定
せってい

されるよう、国
くに

として 重
かさ

ねて 周 知
しゅうち

を図
はか

っている。 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

 （ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

を 検 討
けんとう

するに当
あ

たって確保
かくほ

されるべき 点
てん

） 

○ 制度
せいど

に 係
かか

る費用
ひよう

を負担
ふたん

する 国 民
こくみん

（納 税 者
のうぜいしゃ

）の理解
りかい

を得
え

るためにも、 実 際
じっさい

に

制度
せいど

を利用
りよう

する 者
しゃ

の間
あいだ

における 公 平 性
こうへいせい

と、 支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

の透 明 性
とうめいせい

が

確保
かくほ

されていることが 重 要
じゅうよう

であり、支給決定のプロセスを検討するに当たって

は、このような公平性・透明性をどのような形で担保するのか、検討が 必 要
ひつよう

で

ある。 

  

○ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

の 検 討
けんとう

に際
さい

しては、地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

における障 害
しょうがい

行 政
ぎょうせい

の

実 情
じつじょう

を踏
ふ

まえて 検 討
けんとう

される 必 要
ひつよう

がある。（ 全 国
ぜんこく

の市 町 村
しちょうそん

において 円 滑
えんかつ

に

運 用
うんよう

できることが 必 要
ひつよう

である。） 

 



３８ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ｃ－３ 「 選 択
せんたく

と決 定
けってい

」（ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

）プロセス
ぷ ろ せ す

とツール
つ ー る

 

 ３）支 給
しきゅう

決 定
けってい

に当
あ

たって自治体
じ ち た い

担 当 者
たんとうしゃ

のソーシャルワーク
そ ー し ゃ る わ ー く

機能
きのう

をどう強 化
きょうか

す

るか？ 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

 （自治体
じ ち た い

担 当
たんとう

職 員
しょくいん

の配置
はいち

の状 況
じょうきょう

について） 

○ 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

行 政
ぎょうせい

の 担 当 者
たんとうしゃ

の配置
はいち

については、自治体
じ ち た い

行 政
ぎょうせい

における人事
じんじ

管理
かんり

（ 採 用
さいよう

・育 成
いくせい

・配置
はいち

）に 関
かか

わる 問 題
もんだい

であり、 

・ 自治体
じ ち た い

において福祉
ふくし

の専門家
せんもんか

を置
お

くかどうか 必 要 性
ひつようせい

の 認 識
にんしき

、 

・ 実 際
じっさい

にどの程度
ていど

知識
ちしき

・経 験
けいけん

のある 職 員
しょくいん

を確保
かくほ

し配置
はいち

することができるかと

いう 実 情
じつじょう

、 

・ 職 員
しょくいん

の 育 成
いくせい

等
とう

の視点
してん

からの 職 員
しょくいん

異動
いどう

の考
かんが

え 方
かた

（ 通 常
つうじょう

、３～４ 年
ねん

程度
ていど

で

異動
いどう

が行
おこな

われる。）、 

・ 自治体
じ ち た い

の抱
かか

える 行 政
ぎょうせい

課題
かだい

や 財 政
ざいせい

状 況
じょうきょう

等
とう

を踏
ふ

まえた計 画 的
けいかくてき

な採 用
さいよう

の状 況
じょうきょう

 

などによって、自治体
じ ち た い

ごとに 大
おお

きく 異
こと

なっているのが 実 情
じつじょう

である。 

 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留 意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

 （自治体
じ ち た い

担 当 者
たんとうしゃ

のソーシャルワーク
そ ー し ゃ る わ ー く

機能
きのう

の強 化
きょうか

について） 

○ 地域
ちいき

主 権
しゅけん

を 進
すす

めていく 中
なか

で、自治体
じ ち た い

担 当
たんとう

職 員
しょくいん

の配置
はいち

の状 況
じょうきょう

に 留 意
りゅうい

しつつ、

支 給
しきゅう

決 定
けってい

に当
あ

たってソーシャルワーク
そ ー し ゃ る わ ー く

がより 適 切
てきせつ

に 行
おこな

われるようにするため

の 方 策
ほうさく

について、 幅 広
はばひろ

い 観 点
かんてん

から 検 討
けんとう

していく 必 要
ひつよう

がある。 

 



３９ 

 

 

【分野
ぶんや

・項 目
こうもく

・ 論 点
ろんてん

】 

Ｃ－３ 「 選 択
せんたく

と決 定
けってい

」（ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

）プロセス
ぷ ろ せ す

とツール
つ ー る

 

 ４）推 進
すいしん

会議
かいぎ

でも、丌服
ふふく

審査
しんさ

機関
きかん

の重 要 性
じゅうようせい

が指摘
してき

されているが、どのような丌服
ふふく

審査
しんさ

やアドボカシ
あ ど ぼ か し

ー
ー

の仕組
し く

みが 必 要
ひつよう

と考
かんが

えられるか？ 

【 現 在
げんざい

の制度
せいど

の状 況
じょうきょう

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

においては、障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び障 害 児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

は、 市 町 村
しちょうそん

の

介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

に 係
かか

る 処 分
しょぶん

に丌服
ふふく

がある場合
ばあい

は、都道府県
とどうふけん

に 対
たい

し、その 処 分
しょぶん

の

適否
てきひ

について、審査
しんさ

の 請 求
せいきゅう

を行
おこな

うことができることとされており、支 給
しきゅう

決 定
けってい

を

行
おこな

った 市 町
しちょう

村 長
そんちょう

ではなく、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

に適否
てきひ

の 判 断
はんだん

を 求
もと

めることを可能
かのう

と

している。 

○ また、この審査
しんさ

に当
あ

たって、公 正
こうせい

かつ 中 立
ちゅうりつ

な 判 断
はんだん

をするため、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

は 学 識
がくしき

経 験 者
けいけんしゃ

からなる 障 害 者
しょうがいしゃ

介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

丌服
ふふく

審査会
しんさかい

を設置
せっち

することがで

きることとしている。 

 

【 参 考
さんこう

】障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

（ 平 成
へいせい

17年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）（抄
しょう

） 

第
だい

７章
しょう

 審査
しんさ

請 求
せいきゅう

 

（審査
しんさ

請 求
せいきゅう

） 

第
だい

97条
じょう

 市 町 村
しちょうそん

の介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

に 係
かか

る 処 分
しょぶん

に丌服
ふふく

がある障 害 者
しょうがいしゃ

又
また

は 障 害 児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

は、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

に対
たい

して審査
しんさ

請 求
せいきゅう

をすることができる。 

２ 前 項
ぜんこう

の審査
しんさ

請 求
せいきゅう

は、時効
じこう

の中 断
ちゅうだん

に 関
かん

しては、裁 判 上
さいばんじょう

の 請 求
せいきゅう

とみなす。 

（丌服
ふふく

審査会
しんさかい

） 

第
だい

98条
じょう

 都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

は、条 例
じょうれい

で 定
さだ

めるところにより、前 条
ぜんじょう

第
だい

１項
こう

の審査
しんさ

請 求
せいきゅう

の事件
じけん

を取
と

り 扱
あつか

わせるため、 障 害 者
しょうがいしゃ

介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

丌服
ふふく

審査会
しんさかい

（以下
い か

「丌服
ふふく

審査会
しんさかい

」という。）を置
お

くことができる。 

２ 丌服
ふふく

審査会
しんさかい

の委員
いいん

の 定 数
ていすう

は、 政 令
せいれい

で 定
さだ

める 基 準
きじゅん

に 従
したが

い、 条 例
じょうれい

で 定
さだ

める

員 数
いんずう

とする。 

３ 委員
いいん

は、 人 栺
じんかく

が 高 潔
こうけつ

であって、介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

に 関
かん

する 処 分
しょぶん

の審理
しんり

に 関
かん

し

公 正
こうせい

かつ 中 立
ちゅうりつ

な 判 断
はんだん

をすることができ、かつ、障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の保
ほ

健
けん

又
また

は福祉
ふくし

に関
かん

する 学 識
がくしき

経 験
けいけん

を 有
ゆう

する 者
しゃ

のうちから、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

が 任 命
にんめい

する。 

 


